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は
じ
め
に

　

慶
應
義
塾
大
学
附
属
研
究
所
斯
道
文
庫
は
、
二
〇
〇
八
年
の
慶
應
義
塾

創
立
百
五
十
年
を
記
念
し
て
、
財
団
法
人
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
文
化
財
団
よ
り

義
塾
に
対
し
て
寄
託
さ
れ
た
、
書
跡
を
中
心
と
す
る
美
術
品
と
古
典
籍
類

一
七
四
〇
点
を
保
管
し
、
研
究
や
展
示
に
活
用
し
て
き
た
。
二
〇
二
一
年

二
月
に
、
同
財
団
本
部
で
管
理
さ
れ
て
い
た
も
の
も
加
え
、
同
財
団
の
所

蔵
品
二
三
二
五
点
す
べ
て
が
慶
應
義
塾
に
寄
贈
さ
れ
た
。
そ
の
寄
贈
品
は

「
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
赤
尾
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
と
称
す
る
こ
と
と
な
り
、
書
籍

や
古
筆
切
・
書
状
・
懐
紙
・
短
冊
な
ど
の
筆
跡
に
関
す
る
も
の
は
主
と
し

て
斯
道
文
庫
で
、
絵
画
や
仏
像
・
文
箱
・
銅
鏡
・
水
滴
な
ど
の
美
術
工
芸

品
の
類
は
、
新
た
に
開
設
さ
れ
た
慶
應
義
塾
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
・
コ
モ
ン
ズ

（
以
下
「
ケ
ム
コ
」
と
略
称
）
で
管
理
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
同
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
、
ケ
ム
コ
が
管
理
公
開
し
て
い
る
、
慶
應
義
塾
の
文

化
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
、
学
内
で
展
開
す
る
展
覧
会
等
の
文
化
活
動
と
合
わ

せ
て
発
信
す
る
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
で
あ
る
、K

eio O
bject H

ub

に
お
い

て
画
像
を
含
め
た
情
報
が
公
開
さ
れ
て
い
る
。

　

斯
道
文
庫
で
は
同
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
の
調
査
研
究
を
進
め
つ
つ
、

そ
の
成
果
を
公
開
す
る
展
示
会
を
ケ
ム
コ
と
共
催
で
企
画
し
て
い
る
。
二

〇
二
一
年
四
月
一
九
日
か
ら
六
月
一
八
日
ま
で
開
催
さ
れ
た
、
ケ
ム
コ
の

グ
ラ
ン
ド
・
オ
ー
プ
ン
記
念
企
画
「
交
景
：
ク
ロ
ス
・
ス
ケ
ー
プ
」
展
で

は
、
そ
の
一
部
と
し
て
、「
文
字
景
─
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
赤
尾
コ
レ
ク
シ
ョ

斯
道
文
庫
蔵
「〔
古
筆
了
佐
像
并
附
属
品
〕」
に
つ
い
て

佐
々
木　

孝
浩
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ン
の
名
品
に
み
る
文
（
ふ
み
）
と
象
（
か
た
ち
）」
を
担
当
し
、
同
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
の
書
や
絵
画
な
ど
の
優
品
を
展
示
し
、
併
せ
て
そ
の
図
録
を
発

行
し
た
。

　

翌
二
〇
二
二
年
は
四
月
一
八
日
か
ら
六
月
二
四
日
ま
で
、「
セ
ン
チ
ュ

リ
ー
赤
尾
コ
レ
ク
シ
ョ
ン 

× 

斯
道
文
庫 

書
を
極
め
る
：
鑑
定
文
化
と
古

筆
家
の
人
々
」
展
を
開
催
し
、
江
戸
時
代
初
期
に
成
立
し
た
筆
跡
鑑
定
を

専
門
と
す
る
古
筆
家
に
焦
点
を
当
て
、
同
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
中
の
「
古
筆
本

家
旧
蔵
資
料
」
を
中
心
に
利
用
し
て
、
同
家
歴
代
と
そ
の
活
動
や
、
筆
跡

鑑
定
と
い
う
文
化
に
つ
い
て
の
紹
介
を
行
っ
た
。
こ
れ
は
二
〇
〇
八
年
の

寄
託
品
受
入
れ
以
来
継
続
的
に
行
っ
て
き
た
、
未
整
理
の
ま
ま
と
な
っ
て

い
る
膨
大
な
「
古
筆
本
家
旧
蔵
資
料
」
の
整
理
と
調
査
の
成
果
の
一
端
を

公
開
す
る
も
の
で
あ
り
、
展
示
図
録
を
刊
行
す
る
こ
と
も
で
き
た
。

　
「
書
を
極
め
る
」
展
開
催
中
の
あ
る
日
、
旧
知
の
古
書
店
主
氏
よ
り
、

古
筆
家
の
初
代
で
あ
る
古
筆
了
佐
の
木
像
と
、
古
筆
家
が
鑑
定
に
用
い
た

印
章
な
ど
を
、
古
美
術
品
の
市
場
で
入
手
し
た
の
だ
が
、
興
味
は
あ
る
か

と
の
連
絡
を
い
た
だ
い
た
。
展
示
の
準
備
作
業
を
通
じ
て
、
古
筆
家
に
了

佐
木
像
が
伝
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
知
っ
て
は
い
た
の
で
、
是
非
に
と
お
願

い
し
て
拝
見
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
。
実
見
し
て
み
る
と
木
像
も
印
章
類

も
疑
い
の
な
い
も
の
で
あ
り
、「
古
筆
本
家
旧
蔵
資
料
」
と
共
に
管
理
で

き
れ
ば
、
資
料
価
値
を
高
め
あ
う
こ
と
に
な
る
こ
と
も
確
信
で
き
た
の
で
、

た
だ
ち
に
同
僚
の
斯
道
文
庫
員
諸
氏
に
諮
り
、
幸
い
に
こ
れ
を
斯
道
文
庫

で
購
入
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　

筆
跡
鑑
定
の
文
化
を
理
解
す
る
上
で
、
非
常
に
重
要
な
資
料
群
で
あ
る

の
で
、
こ
こ
で
そ
の
基
礎
情
報
の
紹
介
を
行
っ
て
、
今
後
の
本
格
的
な
研

究
の
礎
と
し
た
い
と
考
え
る
。

一
　
古
筆
了
佐
と
い
う
人
物

　

古
筆
了
佐
の
木
像
の
紹
介
に
先
立
っ
て
、
古
筆
家
と
了
佐
に
つ
い
て
基

礎
的
な
情
報
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

戦
国
時
代
が
、
織
田
信
長
・
豊
臣
秀
吉
ら
に
よ
る
天
下
統
一
に
よ
っ
て

終
わ
る
頃
か
ら
、
戦
乱
の
た
め
に
多
く
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
古
い
も
の

の
再
評
価
と
、
そ
の
蒐
集
が
本
格
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
う

し
た
風
潮
の
中
で
、「
古
筆
」
と
い
う
も
の
に
注
目
が
集
っ
た
の
で
あ
る
。

「
古
筆
」
と
は
古
い
筆
跡
の
意
味
で
あ
る
が
、
こ
の
言
葉
が
盛
ん
に
用
い

ら
れ
る
よ
う
に
な
る
一
七
、
八
世
紀
の
使
用
例
か
ら
す
る
と
、
厳
密
に
は

南
北
朝
時
代
以
前
、
ほ
ぼ
一
四
世
紀
以
前
の
筆
跡
を
「
古
筆
」
と
認
識
し

て
い
た
と
認
め
ら
れ
よ
う
。

　

古
筆
愛
好
の
風
潮
の
中
心
と
な
っ
た
の
が
「
古こ
ひ
つ
ぎ
れ

筆
切
」
で
あ
る
。
古
筆
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の
範
疇
に
あ
る
古
写
本
を
、
巻
子
本
な
ら
ば
適
当
な
幅
で
、
冊
子
本
な
ら

一
頁
分
を
基
本
と
し
て
切
断
し
た
も
の
で
あ
り
、
単
に
「
切
」
と
も
呼
ぶ
。

古
筆
切
の
製
作
は
、
文
化
財
の
破
壊
行
為
の
よ
う
に
見
え
る
の
は
確
か
で

あ
る
が
、
欠
け
た
書
物
の
有
効
利
用
と
し
て
の
側
面
も
有
し
て
い
る
こ
と

は
理
解
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
日
本
の
古
典
籍
は
、
装
訂

に
由
来
す
る
欠
点
と
し
て
、
糊
の
粘
着
力
の
低
下
や
、
綴
糸
の
切
断
な
ど

の
た
め
に
ば
ら
ば
ら
に
な
り
や
す
く
、
古
筆
が
愛
好
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
当
時
に
も
、
欠
落
が
生
じ
て
読
み
通
せ
な
く
な
り
、
書
物
と
し
て
の
価

値
が
著
し
く
低
く
な
っ
た
有
欠
本
や
残
欠
本
が
大
量
に
存
在
し
て
い
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
確
認
し
て
み
る
と
、
完
存
し
て
い
る
本
を
切
り
取
っ
た

古
筆
切
は
極
め
て
希
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
は
欠
落
の
あ
る
書
物
を
分
割
し

て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
古
筆
切
は
、
読
む
た
め
の
書
物
を
、
紙
や
筆

跡
な
ど
を
鑑
賞
す
る
書
の
美
術
品
に
変
身
さ
せ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
古

筆
切
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
全
て
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
か
も
し
れ
な
い

書
物
が
、
僅
か
で
も
現
存
し
て
い
る
点
は
、
評
価
さ
れ
て
も
よ
い
の
で
は

な
い
だ
ろ
い
か
。

　

文
化
的
様
式
と
い
う
も
の
は
、
何
時
誰
が
始
め
た
の
か
不
明
な
こ
と
が

多
い
も
の
で
あ
る
。
古
筆
切
も
同
様
で
、
そ
の
分
類
や
整
理
は
筆
者
を
基

準
と
し
て
行
う
と
い
う
約
束
事
が
、
そ
の
流
行
の
極
初
期
か
ら
存
し
て
い

る
の
だ
が
、
そ
れ
を
何
時
誰
が
定
め
た
の
か
に
つ
い
て
は
全
く
不
明
な
の

で
あ
る
。

　

古
筆
切
が
量
産
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
筆
者
の
鑑
定
の
需
要
が
高
ま

り
、
筆
跡
鑑
定
を
専
門
と
す
る
者
の
登
場
が
社
会
的
に
要
請
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
時
期
に
現
れ
た
の
が
古
筆
了
佐
で
あ
る
。
そ
れ

ま
で
は
書
物
や
筆
跡
に
詳
し
い
公
家
が
鑑
定
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、

需
要
の
増
大
で
彼
ら
の
手
に
負
え
な
く
な
っ
た
時
期
に
、
了
佐
は
彼
ら
に

鑑
定
法
を
学
ん
で
、
初
め
て
筆
跡
鑑
定
を
職
業
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

了
佐
に
始
ま
る
筆
跡
鑑
定
の
専
門
家
の
こ
と
を
、「
古こ
ひ
つ筆

見み

」
あ
る
い

は
「
古こ
ひ
つ筆

目め
き
き利

」
と
呼
ぶ
。
了
佐
に
始
ま
る
古
筆
家
は
そ
の
後
に
本
家
と

別
家
に
分
か
れ
、
共
に
徳
川
幕
府
に
召
し
抱
え
ら
れ
て
鑑
定
の
業
を
世
襲

し
、
門
弟
を
も
育
成
し
つ
つ
、
明
治
維
新
を
乗
り
越
え
、
昭
和
期
ま
で
家

業
を
守
り
続
け
て
い
る
。
三
百
年
以
上
も
続
い
た
古
筆
見
に
よ
る
筆
跡
鑑

定
は
、
日
本
の
書
道
史
や
書
誌
学
、
お
よ
び
文
化
史
的
に
も
興
味
深
い
対

象
と
な
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

了
佐
の
履
歴
に
つ
い
て
の
基
礎
的
な
情
報
は
、
古
筆
鑑
定
家
達
の
重
要

な
基
本
資
料
で
も
あ
る
、「
古
筆
鑑
定
家
印
譜
」
類
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
一
つ
が
天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
幽
雅
堂
刊
『
増
補
和
漢
書
画
古
筆

鑑
定
家
印
譜
』
で
あ
る
。
そ
の
冒
頭
に
了
佐
の
略
伝
が
刻
さ
れ
て
い
る
の



─ 4 ─

で
、
句
読
点
を
加
え
て
翻
刻
し
て
み
た
い（
１
）。

源
姓
江
州
西
川
ノ
人
、
平
澤
氏
、
初
名
弥
四
郎
、
薙
髪
シ
テ
号
ス二
櫟
材

了
佐
ト一
。
學
三
和
哥
ヲ二
於
烏
丸
光
廣
卿
二一
、
從
テ二
近
衛
龍
山
公
ニ一
古
筆
目

利
傳
授
シ
、
遂
ニ
為
ル二
古
筆
鑒
定
家
ト一
。
秀
次
公
賜
フ二
琴
山
之
印
ヲ一
。
代
々

極
印
用
ユレ
之
。
寛
文
二
年
正
月
廿
八
日
卒
九
十
一
。

　

簡
単
に
確
認
し
て
お
く
と
、
源
姓
平
澤
氏
の
出
で
初
名
は
弥
四
郎
、
近

江
国
西
川（
２
）の

出
身
で
、
出
家
し
て
櫟
材
了
佐
と
号
し
、
和
歌
を
烏
丸
光
広

（
一
五
七
九
～
一
六
三
八
）
に
学
び
、
筆
跡
鑑
定
は
近
衛
前
久
（
一
五
三

六
～
一
六
一
二
）
よ
り
伝
授
さ
れ
、
古
筆
鑑
定
家
と
な
り
、
豊
臣
秀
次
（
一

五
六
八
～
一
五
九
五
）
よ
り
「
琴
山
」
印
を
賜
り
、
子
孫
が
代
々
こ
の
印

を
鑑
定
書
に
捺
す
「
極き
わ
め
い
ん印」
と
し
て
用
い
た
。
寛
文
二
年
（
一
六
六
二
）

正
月
二
八
日
に
九
一
歳
で
没
し
た
と
あ
る
。

　

こ
れ
を
信
ず
れ
ば
、
元
亀
三
年
（
一
五
七
二
）
の
生
ま
れ
で
、
若
く
か

ら
鑑
定
で
能
力
を
発
揮
し
、
秀
次
か
ら
信
任
さ
れ
て
、「
琴
山
」
印
を
賜
っ

た
こ
と
に
な
る
。

　
『
増
補
和
漢
書
画
古
筆
鑑
定
家
印
譜
』
を
増
補
し
、「
古
筆
了
伴
先
生
得

許
可
及
上
木
」
と
題
名
部
分
に
あ
る
よ
う
に
、
古
筆
本
家
第
一
〇
代
了
伴

の
許
可
を
え
た
と
い
う
、
慶
應
三
年
（
一
八
六
七
）
再
刻
の
『
補
正
和
漢

書
画
古
筆
鑑
定
家
印
譜
』
で
は
、
こ
の
略
伝
に
か
な
り
手
入
れ
が
な
さ
れ

て
い
る
。
同
じ
く
次
に
句
読
点
を
加
え
て
翻
刻
し
て
お
き
た
い
。

源
姓
江
州
西
川
ノ
人
、
平
澤
氏
、
初
名
弥
四
郎
、
薙
髪
ノ
号
法
名
了
佐
。

從
テ二
近
衛
関
白
前
久
公
ニ一
古
筆
目
利
傳
授
シ
、
遂
ニ
為
ル二
古
筆
鑒
定
家
ノ

祖
ト一
、
學
三
和
歌
ヲ二
於
烏
丸
光
廣
卿
二一
、
同
資
慶
卿
賀
シ
テ

　

二
了
佐
九
十
算

ヲ一
賜
フ
ニ
以
ス二
和
歌
及
道
服
ヲ一
。
于
レ
嚮
関
白
秀
次
公
使
ト
シ
テ

　
　

二
妙
壽
院
惺

窩
ヲ一
命
ス
ル
ニ
以
三
古
筆
ヲ二
使
レ
為
家
号
ト一
、
賜
二
琴
山
之
印
ヲ一
。
代
々
極
印

用
レ
之
。
寛
文
二
年
正
月
廿
八
日
没
九
十
一
。

　
「
櫟
材
」
の
道
号
を
省
略
し
、「
龍
山
」
を
「
関
白
前
久
」
と
明
確
に
し
、

九
十
賀
に
際
し
、
光
広
の
孫
資
慶
（
一
六
二
二
～
一
六
七
〇
）
よ
り
祝
い

の
和
歌
と
道
服
（
袈
裟
の
こ
と
か
）
を
賜
っ
た
こ
と
を
加
え
て
い
る
。
最

も
注
目
す
べ
き
違
い
は
、
関
白
秀
次
が
藤
原
惺
窩
（
一
五
六
一
～
一
六
一

九
）
を
使
い
と
し
て
、「
琴
山
」
印
だ
け
で
は
な
く
、「
古
筆
」
の
姓
を
与

え
た
と
す
る
点
で
あ
る
。

　

徳
川
時
代
に
お
い
て
、
豊
臣
氏
の
、
し
か
も
な
に
か
と
悪
名
高
い
秀
次

よ
り
家
名
を
賜
っ
た
と
公
表
す
る
こ
と
は
、
良
い
こ
と
ば
か
り
と
は
思
え
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な
い
の
だ
が
、
隠
し
た
り
否
定
し
た
り
で
き
な
い
程
に
広
く
知
ら
れ
た
事

柄
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
だ
や
や
気
に
な
る
の
は
、
文
化
一
三
年

（
一
八
一
六
）
刊
の
原
念
斎
『
先
哲
叢
談
』
巻
一
の
藤
原
惺
窩
項
に
見
え

る
こ
と
で
あ
る
が
、
惺
窩
は
秀
次
に
一
度
は
会
っ
た
も
の
の
、
以
後
は
召

し
に
応
じ
な
か
っ
た
と
い
い
、
秀
次
の
使
者
と
な
っ
た
と
の
記
述
は
俄
か

に
信
じ
が
た
い
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
と
も
か
く
も
、
古
筆
本
家
承
認

の
出
版
物
で
、
古
筆
の
家
名
と
「
琴
山
」
印
は
豊
臣
秀
次
か
ら
賜
っ
た
と

い
う
情
報
が
、
広
く
公
開
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
「
書
を
極
め
る
」
展
は
、「
書
を
鑑
賞
す
る
」・「
筆
跡
鑑
定
と
い
う
仕
事
」・

「
古
筆
本
家
の
人
々
」・「
筆
跡
鑑
定
書
の
さ
ま
ざ
ま
」・「
古
筆
切
の
作
り
方
」

の
五
つ
の
セ
ク
シ
ョ
ン
か
ら
構
成
し
た
が
、
そ
の
セ
ク
シ
ョ
ン
三
の
「
古

筆
家
の
人
々
」
に
お
い
て
、
初
代
了
佐
を
紹
介
す
る
資
料
と
し
て
、
大
正

一
三
年
（
一
九
二
四
）
に
安
田
靫
彦
が
描
い
た
紙
本
淡
彩
の
画
幅
（
本
紙

一
一
六
・
八
×
三
九
・
八
セ
ン
チ
、
幅
二
〇
五
×
五
八
・
五
セ
ン
チ
）
を

出
品
し
た
（
図
１
）。
鑑
定
家
と
し
て
の
最
後
の
当
主
で
あ
る
一
三
代
古

筆
了
信
が
讃
を
記
し
た
も
の
で
あ
り
、
古
筆
本
家
な
ら
で
は
の
資
料
と
い

え
る
も
の
で
あ
る
。

　

稿
者
が
執
筆
し
た
解
説
を
引
用
し
て
お
き
た
い
。

　

安
田
靫
彦
（
一
八
八
四
―
一
九
七
八
）
は
、
東
京
美
術
学
校
教
授

で
芸
術
院
会
員
、
文
化
勲
章
を
受
章
し
た
大
正
・
昭
和
期
を
代
表
す

る
日
本
画
家
の
一
人
で
、
歴
史
上
の
人
物
を
描
く
の
を
得
意
と
し
ま

し
た
。
こ
の
紙
本
淡
彩
の
了
佐
像
は
、
左
下
に
「
模
古
筆
家
伝
来
木

像
／
靫
彦
「
靫
」（
朱
印
）」
と
あ
る
よ
う
に
、
古
筆
家
伝
来
の
木
像

を
模
し
た
と
わ
か
り
ま
す
が
、靫
彦
な
ら
で
は
の
気
品
が
漂
い
ま
す
。

上
部
中
央
に
「
琴
山
」
墨
印
を
捺
し
、
そ
の
下
に
一
三
代
了
信
（
一

八
七
六
―
一
九
五
三
）
が
、「
恩
賜
／
御
左
右
御
印
」・「
櫟
材
了
佐

／
夢
の
よ
の
そ
の
あ
か
つ
き
は
何
な
ら
す
／
即
今
み
ろ
く
下
生
上
天

（図１）　古筆了信讃・安田靫彦画
「古筆了佐像」
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／
本
文
故
郷
心
を
／
を
と
つ
れ
は
た
え
て
久
し
き
故
郷
の
／
も
と
の

す
み
か
は
も
と
の
ま
ゝ
な
る
」・「
東
都
の
災
に
う
し
な
い
け
れ
は
／

謹
み
て
写
し
〔
申
候
〕
／
第
十
三
世
枯
節
了
信
」
な
ど
と
記
し
て
い

ま
す
。
関
東
大
震
災
で
了
佐
像
が
失
わ
れ
た
た
め
に
、
了
信
が
靫
彦

に
依
頼
し
て
制
作
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
で
す
。

　

解
説
執
筆
時
に
は
木
像
が
現
存
し
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
、

了
信
の
讃
の
「
東
都
の
災
に
う
し
な
い
け
れ
は
」
は
、
木
像
の
こ
と
と
早

合
点
し
て
し
ま
っ
た
。
関
東
大
震
災
で
焼
失
し
た
の
は
、「
夢
の
よ
の
」
と

「
を
と
つ
れ
は
」
の
二
首
の
自
詠
を
、
了
佐
が
自
讃
し
た
了
佐
寿
像
で
あ

る
と
訂
正
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。
そ
の
根
拠
と
な
る
の
が
、
好
古
社
編

『
好
古
類
纂
』
第
三
編
第
五
集
（
好
古
社
出
版
部
、
一
九
〇
七
年
）「
史
伝

部
類 

名
家
像
伝
」
に
見
え
る
、「
古
筆
了
佐
」
の
説
明
と
そ
の
画
像
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
「
古
筆
了
佐
」
と
題
し
て
、
線
描
の
剃
髪
し
た
老
人
の
姿
が
存

し
て
い
る
。
靫
彦
の
画
像
と
は
頭
部
の
形
や
面
貌
に
や
や
違
い
が
あ
る
も

の
の
、
右
を
向
い
た
半
身
像
で
袈
裟
を
着
け
て
い
る
こ
と
も
一
致
し
て
い
る
。

右
手
に
握
っ
て
い
る
の
が
、
靫
彦
の
像
の
筆
と
異
な
り
扇
子
で
あ
る
の
は

気
に
な
る
も
の
の
、
両
者
に
関
係
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

注
目
さ
れ
る
の
は
そ
の
解
説
部
分
で
、
先
に
引
用
し
た
鑑
定
家
印
譜
類

の
了
佐
略
伝
を
参
考
に
し
て
、
漢
字
平
仮
名
交
じ
り
文
で
ま
と
め
直
し
た

文
章（
３
）の
後
に
以
下
の
よ
う
に
続
く
の
で
あ
る
。

肖
像
の
上
に
題
す
る
自
筆
の
賛
に
曰
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

櫟
材
了
佐

夢
の
よ
の
そ
の
あ
か
つ
き
も
何
な
ら
す
即
今
み
ろ
く
下
生
上
天

　
　

本（
マ
マ
）

分
故
郷
心
を

を
と
つ
れ
は
た
え
て
久
し
き
故
郷
の
も
と
の
す
み
か
は
も
と
の
ま
ゝ

な
る

　

こ
れ
を
信
ず
る
な
ら
ば
、
了
佐
が
自
ら
二
首
の
自
詠
を
書
き
入
れ
た
自

身
の
寿
像
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
画
像
が
制
作
さ
れ
た
の

が
何
時
の
こ
と
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
こ
の
画
像
が
袈
裟
を
着
け
て
い
る

こ
と
か
ら
す
る
と
、『
補
正
和
漢
書
画
古
筆
鑑
定
家
印
譜
』
の
了
佐
略
伝

に
見
え
る
、
烏
丸
資
慶
よ
り
和
歌（
４
）と
道
服
（
袈
裟
）
を
賜
っ
た
九
十
賀
の

折
以
降
、
つ
ま
り
寛
文
元
年
か
ら
、
没
す
る
翌
年
正
月
二
八
日
ま
で
の
間

の
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
附
属
す
る
文
書
を
解
読
す

る
と
、
そ
う
で
は
な
い
ら
し
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ

の
こ
と
に
つ
い
て
は
後
述
し
た
い
。
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と
も
か
く
も
、
安
田
靫
彦
が
了
佐
画
像
を
描
く
際
に
参
考
と
し
た
と
さ

れ
る
、
古
筆
家
伝
来
の
了
佐
木
像
が
出
現
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
木
像
自

体
も
貴
重
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
附
属
す
る
鑑
定
に
用
い
ら
れ
た
印
章
や
文

書
類
も
、
了
佐
や
古
筆
家
歴
代
、
鑑
定
活
動
の
実
態
な
ど
を
考
え
る
上
で
、

極
め
て
重
要
な
資
料
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
以
下
に
紹
介
し
た
い
。

二
　
了
佐
木
像
の
紹
介

　

そ
れ
で
は
現
在
、「〔
古
筆
了
佐
像
并
附
属
品
〕」（
〇
九
二
・
ト
一
九
七
・

一
）
と
の
登
録
名
と
番
号
で
斯
道
文
庫
に
お
い
て
管
理
さ
れ
て
い
る
、
了

佐
木
像
と
そ
の
附
属
品
に
つ
い
て
、
物
理
的
情
報
を
中
心
と
し
て
紹
介
し

て
い
き
た
い
。
こ
の
資
料
は
、
木
箱
に
入
れ
ら
れ
た
、
木
像
一
躯
、
書
袋

付
冊
子
一
冊
、
合
切
袋
一
つ
か
ら
な
り
、
合
切
袋
に
は
竹
細
工
の
小
箱
、

紙
製
の
方
形
小
箱
、
革
製
の
朱
肉
入
れ
が
入
っ
て
い
る
。
順
を
追
っ
て
説

明
し
た
い
。
ま
ず
は
木
箱
か
ら
。

《
木
箱
》

　

古
い
二
方
桟
蓋
の
杉
箱
。
大
き
さ
（
縦
横
高
）
二
九
・
三
×
一
八
・
四

×
二
五
・
七
セ
ン
チ
。
蓋
右
上
に
「
□
□
斎
好
／　

鯨
手
烟
艸
盆
」
と
墨

書
が
あ
り
、
幅
の
狭
い
側
面
手
前
右
上
に
「〔
真
〕
塗
／
如
心
斎
好　

烟

艸
盆
／
壹
對
内
」
と
墨
書
し
た
紙
片
を
貼
り
付
け
て
あ
る
の
で
、
蓋
の
判

読
不
能
の
二
文
字
も
「
如
心
」
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
側
面
手
前
の

左
上
に
は
「〔
破
損
〕
九
番
」
と
書
か
れ
た
紙
片
も
貼
ら
れ
て
い
る
。

　

如
心
斎
は
茶
道
家
元
表
千
家
の
第
七
代
で
、
千
家
茶
道
中
興
の
祖
と
さ

れ
る
宗
左
（
一
七
〇
五
～
一
七
五
一
）
で
あ
ろ
う
。「
鯨く
じ
ら
で
た
ば
こ
ぼ
ん

手
烟
艸
盆
」
と
は
、

提
手
が
鯨
の
髭
で
で
き
た
煙
草
盆
で
あ
る
の
で
、
こ
の
箱
は
も
と
も
と
そ

の
入
れ
物
で
あ
り
、
何
時
の
頃
か
手
頃
の
大
き
さ
な
の
で
、
了
佐
木
像
を

納
め
る
の
に
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
古
筆
家
で
取
り
合
わ
せ
た
と

も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
確
証
も
な
く
、
こ
の
箱
か
ら
何
か
の
情
報
は
え

ら
れ
そ
う
に
な
い
。

《
木
像
》

　

黒
漆
塗
の
袈
裟
を
着
け
た
法
体
の
胡
坐
姿
像
一
躯
（
図
２
・
３
）
は
檜

材
か
と
思
わ
れ
る
。
両
袖
口
か
ら
水
平
に
お
ろ
し
た
線
か
ら
先
の
両
膝
部

分
は
寄
木
で
。
手
首
か
ら
先
の
両
手
部
分
も
差
し
込
み
と
な
っ
て
い
る
。

大
き
さ
は
、
像
高
一
八
・
五
セ
ン
チ
、
前
後
幅
一
四
・
五
セ
ン
チ
、
左
右

幅
一
七
・
五
セ
ン
チ
で
あ
る
。
底
の
部
分
に
、
二
・
八
×
五
・
〇
セ
ン
チ

の
蓋
状
の
板
が
あ
り
、「〔
居
〕
士
□
」
と
墨
書
が
あ
る
。
そ
の
蓋
を
外
す

と
、
入
り
口
近
く
は
蓋
の
形
に
彫
ら
れ
、
深
い
部
分
は
丸
く
刳
り
貫
か
れ
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た
空
洞
が
存
し
て
お
り
、
納
入
品
を
入
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

底
に
は
ほ
ぼ
全
体
に
貼
ら
れ
て
い
た
紙
を
剥
が
し
た
痕
跡
が
あ
り
、
そ

の
上
か
ら
蓋
に
封
を
す
る
よ
う
な
形
で
長
方
形
の
和
紙
（
一
一
・
六
×
五
・

〇
セ
ン
チ
）
が
貼
ら
れ
て
お
り
（
図
４
）、
蓋
を
開
け
る
た
め
に
途
中
ま

で
剥
が
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
紙
片
に
は
、
古
筆
了
信
と
思
わ
れ
る
筆
跡
で
、

次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

西
王
寺
檀
徒 

臨
済
本
山
江
州
永
源
寺
末

古
筆
家
祖
正
覚
菴
櫟
材
了
佐
居
士

　
　

御
像
胎
内

　

勅
使
御
下
賜
琴
山
印

　

昭
和
十
六
年
一
月
廿
八
日
開
展
二
百
八
十
回
遠
忌　
　
　

三
月
卅
日
献
茶
卅
一
日
封

（図２・３）　了佐木像の正面と背面
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木
像
は
中
綿
入
り
の
白
い
絹
風
呂
敷
で
包
ま
れ
て
お
り
、
ま
た
こ
の
像

を
置
い
て
い
た
痕
跡
の
あ
る
赤
い
小
差
布
団
を
伴
っ
て
い
る
。
差
布
団
は

化
繊
を
使
用
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
も
の
で
、
比
較
的
新
し
い
も
の
で
あ
る
。

安
田
靫
彦
の
画
像
は
半
身
像
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
と
比
較
す
る
と
確
か
に

風
貌
や
装
束
の
共
通
性
は
高
く
、
安
田
は
こ
の
木
像
を
モ
デ
ル
と
し
て
描

い
た
も
の
と
判
断
で
き
る
。
た
だ
し
木
像
は
黒
く
塗
ら
れ
た
も
の
で
あ
る

の
で
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
に
描
く
の
で
は
な
く
、
生
身
の
姿
を
描
い
た
も

の
で
あ
る
か
の
よ
う
な
淡
い
彩
色
を
加
え
て
い
る
。
ま
た
木
像
は
目
を
閉

じ
て
い
る
の
だ
が
、
安
田
は
思
索
の
最
中
で
あ
る
か
の
よ
う
な
半
眼
に
描

い
て
い
る
。
ま
た
画
像
に
は
、
右
手
で
握
っ
て
い
る
と
思
し
い
、
先
を
上

に
し
た
筆
も
描
か
れ
て
い
る
。
木
像
に
は
こ
れ
が
な
い
が
、
合
切
袋
に
入

れ
ら
れ
た
白
い
紙
箱
の
中
に
、
筆
の
形
状
に
削
っ
た
小
さ
な
木
片
を
納
め

た
木
製
小
箱
が
あ
る
。
こ
の
木
製
の
筆
を
木
像
の
右
手
の
隙
間
に
入
れ
た

と
こ
ろ
を
、
靫
彦
が
描
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
逆
に
画
像
な
ど
を

参
考
に
し
て
筆
を
作
成
し
た
可
能
性
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
筆
の
持
ち

方
を
含
め
て
、
先
行
例
が
多
く
存
在
す
る
柿
本
人
麿
像
を
意
識
し
て
い
る

可
能
性
は
あ
ろ
う
。

　

や
や
気
に
な
る
の
は
、
先
述
の
よ
う
に
『
好
古
類
纂
』
の
了
佐
像
が
扇

子
を
持
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
コ
の
字
の
形
に
な
っ
た
右
手
の
親
指
と

四
本
の
指
の
隙
間
が
、
筆
を
入
れ
る
に
は
大
き
過
ぎ
る
こ
と
、
附
属
す
る

筆
形
の
木
片
が
か
な
り
新
し
い
も
の
に
見
え
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
本
来

は
扇
子
形
の
木
片
が
挟
ま
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

了
信
筆
の
紙
片
に
見
え
る
「
西
王
寺
」
は
、
京
都
市
中
京
区
西
ノ
京
中

保
町
に
あ
る
臨
済
宗
永
源
寺
派
の
寺
院
で
あ
る
。
古
筆
本
家
の
菩
提
寺
で

も
あ
り
、
了
佐
を
は
じ
め
歴
代
の
墓
も
存
在
し
て
い
る
。
同
寺
は
摂
家
近

衛
家
の
菩
提
寺
の
一
つ
で
も
あ
る
の
だ
が
、
了
佐
は
近
衛
信
尹
に
筆
跡
鑑

定
を
学
ん
だ
と
さ
れ
て
お
り
、
西
王
寺
と
の
縁
も
近
衛
家
を
介
し
て
生
ま

れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

本
山
で
あ
る
瑞
石
山
永
源
寺
は
、
康
安
元
年
（
一
三
六
一
）
に
近
江
守

護
六
角
氏
頼
が
入
唐
僧
寂
室
元
光
（
正
燈
国
師
）
を
開
山
と
し
て
建
立
し

（図４）　了佐木像の底の貼紙
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た
、
滋
賀
県
東
近
江
市
に
あ
る
寺
院
で
あ
る
。
古
筆
了
佐
の
出
身
地
と
さ

れ
る
西
川
が
竜
王
町
内
で
あ
る
に
せ
よ
、
彦
根
市
内
で
あ
る
に
せ
よ
、
永

源
寺
か
ら
ほ
ど
近
い
場
所
で
あ
る
。
了
佐
の
櫟
材
の
道
号
を
名
付
け
た
一

絲
文
守
が
、
寛
永
二
〇
年
（
一
六
四
三
）
に
後
水
尾
天
皇
の
勅
命
に
よ
り

永
源
寺
に
入
寺
し
て
い
る
の
も
注
目
さ
れ
る
。

　
「
正
覚
菴
櫟
材
了
佐
居
士
」
を
分
解
す
る
と
、
庵
号
・
道
号
・
戒
名
・

位
号
と
な
る
。
生
前
の
了
佐
が
一
絲
文
守
に
道
号
を
求
め
、「
櫟
材
」
の

名
を
与
え
た
際
に
そ
の
由
来
を
書
い
た
、
文
守
自
筆
の
寛
永
一
六
年
（
一

六
三
九
）
四
月
一
六
日
付
の
文
書
を
、「
書
を
極
め
る
」
展
に
「〔「
櫟
材
」

道
号
由
来
〕」
と
し
て
出
品
し
た
。
堀
川
貴
司
氏
の
教
示
を
得
て
執
筆
し

た
解
説
を
掲
げ
て
お
き
た
い
。

　

一
絲
文
守
（
一
六
〇
八
～
一
六
四
六
）
は
、
公
家
の
岩
倉
具
堯
の

子
で
、
真
言
僧
と
し
て
出
家
し
、
沢
庵
宗
彭
の
影
響
で
臨
済
宗
に
転

宗
し
ま
し
た
。
後
水
尾
院
の
帰
依
を
受
け
、
仏
頂
国
師
の
諡
号
を
受

け
て
い
ま
す
。
了
佐
の
古
筆
鑑
定
の
師
で
あ
っ
た
烏
丸
光
広
と
親
交

が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
了
佐
か
ら
禅
僧
の
道
号
を
求
め
ら
れ
て

「
櫟
材
」
名
を
与
え
た
の
に
対
し
、
そ
の
意
味
の
解
説
を
要
求
さ
れ

た
文
守
が
、
寛
永
一
六
年
四
月
一
六
日
に
書
き
送
っ
た
も
の
で
す
。

櫟
は
樗
と
共
に
、
役
に
立
た
な
い
材
木
で
あ
る
が
、
そ
れ
故
に
伐
ら

れ
ず
に
す
ん
で
い
る
、
役
に
立
と
う
な
ど
と
考
え
ず
に
、
櫟
材
で
あ

る
こ
と
に
徹
す
る
こ
と
が
悟
の
姿
を
保
つ
方
法
だ
と
、『
荘
子
』
他

の
漢
籍
を
踏
ま
え
て
説
い
て
い
ま
す
。
前
年
に
没
し
た
光
広
に
成
り

代
わ
っ
て
、
了
佐
の
才
気
走
る
性
格
を
戒
め
る
と
と
も
に
、
鑑
定
と

い
う
業
の
難
し
さ
を
説
い
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

道
号
の
由
来
と
文
守
と
の
関
係
が
明
確
に
な
る
、
古
筆
本
家
な
ら
で
は

の
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。

　

了
信
筆
の
紙
片
で
特
に
重
要
な
の
は
、「
御
像
胎
内
／
勅
使
御
下
賜
琴
山

印
」
と
の
部
分
で
あ
ろ
う
。
木
像
胎
内
に
、
古
筆
本
家
が
鑑
定
書
作
成
に

用
い
て
い
た
「
琴
山
」
印
を
納
め
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。
た

だ
し
こ
こ
に
は
疑
問
が
幾
つ
か
あ
る
。
ま
ず
「
琴
山
」
印
を
「
勅
使
御
下
賜
」

と
説
明
し
て
い
る
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
と
い
う
こ
と
と
、「
琴
山
」

印
は
何
時
か
ら
木
像
内
に
入
れ
ら
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
「
勅
使
御
下
賜
」
と
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
安
田
靫
彦
筆
の
画
像
に

了
信
が
「
恩
賜
／
御
左
右
御
印
」
と
書
き
入
れ
て
い
る
こ
と
と
対
応
す
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
勅
使
の
下
賜
や
恩
賜
と
い
う
言
葉
は
、
天
皇
や
院

か
ら
与
え
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
し
か
考
え
ら
れ
ず
、
先
に
確
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認
し
た
よ
う
に
広
く
知
ら
れ
て
い
た
、
秀
次
下
賜
説
と
齟
齬
し
て
し
ま
う

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

幕
末
の
幕
臣
で
陸
軍
奉
行
並
と
な
り
、「
蝦
夷
共
和
国
」
に
お
い
て
副

総
裁
と
な
っ
た
松
平
太
郎
息
の
、
同
名
の
松
平
太
郎
の
『
江
戸
時
代
制
度

の
研
究
上
』（
武
家
制
度
研
究
会
、
一
九
一
九
）
の
、「
第
十
四
章　

寺
社

奉
行
及
所
属
官
制
」
の
「
第
二
節　

古
筆
見
及
用
達
」
に
、「
是
流
後
陽

成
天
皇
賜
ふ
所
の
称
あ
る
琴
山
の
印
綬
を
伝
へ
」
と
の
一
節
が
あ
り
、「
琴

山
」
印
を
後
陽
成
天
皇
か
ら
賜
っ
た
と
の
説
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き

る
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
後
に
改
め
て
検
討
し
て
み
た
い
。

　
「
昭
和
十
六
年
一
月
廿
八
日
開
展
二
百
八
十
回
遠
忌　
　
　

三
月
卅
日
献
茶
卅
一
日
封
」
の
部
分
は
、
昭

和
一
六
年
（
一
九
四
一
）
が
二
百
八
十
回
遠
忌
に
あ
た
る
の
で
「
琴
山
」

印
を
取
り
出
し
、
三
月
三
〇
日
に
献
茶
を
行
い
、
翌
三
一
日
に
再
び
印
を

納
め
て
封
を
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

《
冊
子
》

　

箱
の
中
に
は
、
中
央
に
「
秘 

覚
書
」
と
墨
書
し
、
表
裏
に
様
々
な
墨
の

書
入
れ
を
加
え
た
茶
色
の
書
袋
に
入
れ
ら
れ
た
、
茶
色
表
紙
の
右
下
に
「
枯

節
古
筆
了
信
／　

手
記
」
と
了
信
に
よ
っ
て
墨
書
さ
れ
た
、
四
つ
目
袋
綴

装
の
横
本
一
冊
（
一
一
・
〇
×
一
六
・
三
セ
ン
チ
）
も
入
っ
て
い
る
。「
枯

節
」
は
、
靫
彦
画
の
了
佐
像
の
了
信
讃
に
も
見
え
て
い
た
、
了
信
の
号
で

あ
る
。
こ
の
冊
子
に
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
前
後
の
了
信
の
動
向
に
つ
い

て
の
興
味
深
い
記
述
も
あ
る
の
だ
が
、
木
像
と
は
直
接
関
係
が
な
い
の
で
、

今
回
は
具
体
的
な
検
討
は
行
わ
な
い
こ
と
と
し
た
い
。

《
合
切
袋
》

　

大
き
さ
一
六
×
二
〇
セ
ン
チ
程
の
、
茶
色
い
鞣
鹿
革
地
に
象
牙
製
の
コ

キ
を
取
り
付
け
、
萌
黄
色
の
組
紐
を
通
し
た
合
切
袋
（
図
５
）
は
、
そ
れ

ほ
ど
古
い
も
の
と
も
思
わ
れ
な
い
の
で
、
了
信
所
用
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
袋
の
中
に
、
約
二
〇
セ
ン
チ
四
方
で
石
畳
模
様
の
朱
色
の
絹
布
に
包

ま
れ
た
、
小
さ
な
竹
行
李
と
、
中
央
に
「
賜
」
と
印
刷
さ
れ
た
小
さ
な
白

い
紙
箱
、
比
較
的

新
し
い
黒
い
革
製

判
子
入
を
納
め
て

い
る
。

《
判
子
を
納
め
た

竹
行
李
》

　

全
開
す
る
把
手

（図５）　合切袋
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の
無
い
鞄
形
式
の
竹

行
李
（
六
×
八
・
五

×
三
セ
ン
チ
）
で
、

口
の
四
周
も
竹
製
で

あ
り
、
真
鍮
の
留

め
金
具
と
蝶
番
が
取

り
付
け
ら
れ
て
い
る

（
図
６
）。
約
二
〇
セ

ン
チ
四
方
の
石
畳
模
様
の
朱
色
の
絹
布
に
包
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
そ
れ

ほ
ど
古
い
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
の
で
、
了
信
が
各
種
判
子
の
入
れ
物
と

し
て
用
意
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

そ
の
中
に
は
以
下
の
一
〇
顆
の
判
子
が
入
れ
ら
れ
て
い
る
（
図
７
）。

A
～
J
印
と
仮
に
名
付
け
、
印
文
・
印
材
・
印
面
の
形
と
形
式
（
縦
横

高
さ
）・
判
子
の
形
・
特
徴
、
の
順
で
情
報
を
掲
示
し
て
い
き
た
い
。

　
A
印
：
印
文
「
琴
山
」・
象
牙
製
・
方
墨
印
（
一
・
三
×
一
・
三
×
二
・

二
セ
ン
チ
）・
瓢
箪
形
の
鈕
・
括
れ
部
分
に
穴
が
あ
り
、
下
部
の
四
角
形

の
台
の
四
方
側
面
に
中
に
星
が
あ
る
小
円
が
帯
状
に
刻
ま
れ
て
い
る
。

B
印
よ
り
も
墨
の
汚
れ
が
激
し
い
。

　
B
印
：
A
印
に
同

じ
・「
琴
山
」
部
分
の

枠
線
の
欠
け
が
A
よ

り
少
な
く
、
A
ほ
ど

汚
れ
て
い
な
い
。

　
C
印
：
印
文
「
琴

山
」・
象
牙
製
・
方
墨

印
（
一
・
四
×
一
・
四

×
二
・
五
セ
ン
チ
）・

鈕
は
瓢
箪
形
と
思
わ

れ
る
が
、
そ
の
上
か
ら

円
柱
形
の
覆
い
を
加
え

る
。
台
側
面
の
小
円
も
A
B
と
同
様
だ
が
、
そ
の
上
に
一
線
あ
り
。

　
D
印
：
印
文
「
琴
山
」・
黒
檀
製
・
長
方
墨
印
（
〇
・
七
×
〇
・
五
×

二
・
一
セ
ン
チ
）・
鈕
は
中
ほ
ど
ま
で
細
く
な
る
四
角
柱
で
、
上
部
に
細

長
い
丹
が
あ
る
。

　
E
印
：
印
文
不
明
・
象
牙
製
・
長
方
朱
印
（
二
・
〇
×
一
・
一
×
二
・

四
セ
ン
チ
）・
杙
鈕
・
上
部
に
小
さ
な
丸
い
丹
あ
り
。
極
札
や
折
紙
な
ど

の
鑑
定
書
を
出
す
際
に
、
そ
の
情
報
を
古
筆
本
家
内
の
手
控
え
に
記
録
し
、

（図７）　10顆の印（上段右からAB…J）

（図６）　印を納めた竹行李
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鑑
定
書
と
こ
の
手
控
え
の
該
当
箇
所
に
割
印
を
捺
し
て
、
そ
の
真
正
性
を

保
証
す
る
こ
と
が
、
五
代
了
珉
か
ら
行
わ
れ
た
こ
と
が
『
補
正
和
漢
書
画

古
筆
鑑
定
家
印
譜
』
よ
り
判
明
す
る
。
古
筆
本
家
資
料
の
中
に
は
、
昭
和

二
一
年
か
ら
二
三
年
ま
で
の
和
装
本
と
西
洋
風
の
ノ
ー
ト
を
用
い
た
、
了

信
筆
の
「
極き
わ
め
お
り
が
み
ひ
か
え

折
紙
扣
」
一
二
冊
が
存
す
る
の
み
で
あ
る
。
た
だ
し
、

印
譜
や
扣
の
印
と
比
べ
る
と
、
よ
く
似
て
は
い
る
が
明
ら
か
に
異
な
る
箇

所
が
あ
る
の
で
、
こ
の
割
印
も
複
数
存
在
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
F
印
：
印
文
「
最
愛
」（
了
信
の
俗
名（
５
））・

象
牙
製
・
長
方
朱
印
（
一
・

三
×
一
・
〇
×
一
・
八
セ
ン
チ
）・
杙
鈕
・
上
部
に
小
さ
な
丸
い
丹
あ
り
。

　
G
印
：
印
文
「
了
信
」・
象
牙
製
・
小
判
墨
印
（
一
・
三
×
〇
・
九
×

一
・
七
セ
ン
チ
）・
杙
鈕
・
上
部
に
小
さ
な
丸
い
丹
あ
り
。
極
札
の
裏
に

捺
す
名
印
で
あ
る
。

　
H
印
：
印
文
「
琴
山
／
了
〔
信
〕」・
象
牙
製
・
方
朱
印
（
一
・
二
×
一
・

二
×
一
・
七
セ
ン
チ
）・
天
部
が
丸
み
を
帯
び
た
四
角
柱
・
側
款
が
「
撫

皇
朝
／
古
之
意
／
楠
山
作
」（
墨
書
）
と
あ
り
、
明
治
期
に
活
躍
し
た
篆

刻
家
芦
野
楠
山
の
作
か
。

　
I
印
：
印
文
不
明
（
陰
刻
）・
象
牙
製
・
方
朱
印
（
一
・
二
×
一
・
二

×
一
・
七
セ
ン
チ
）・
天
部
が
丸
み
を
帯
び
た
四
角
柱
・
側
款
が
「
楠
山

倣
／
漢
法
」
と
あ
り
、
や
は
り
芦
野
楠
山
作
と
思
わ
れ
る
。

　
J
印
：
印
文
は
筆
記
用
具
で
あ
る
「
パ
レ
ッ
ト
、
水
差
し
、
筆
」
を
か

た
ど
っ
た
ヒ
エ
ロ
グ
リ
フ
で
、「
書
く
」
こ
と
に
関
す
る
語
（
動
詞
「
書
く
」、

名
詞
「
書
記
」、
名
詞
「
文
書
」
な
ど
）
で
使
用
さ
れ
る（
６
）・〔
石
膏
〕
製
・

小
判
朱
印
（
二
・
九
×
一
・
三
×
一
・
七
セ
ン
チ
）・
白
茶
色
の
ス
カ
ラ

ベ
型
・
日
本
製
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
り
、
了
信
所
持
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
A
～
D
の
四
つ
の
「
琴
山
」
印
、
特
に
A
～
C
の
三
印
が
、
古
筆
本

家
に
と
っ
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ

う
。
古
筆
本
家
歴
代
が
製
作
し
た
筆
跡
鑑
定
書
は
、
こ
の
印
が
捺
さ
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
完
成
し
た
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
古
筆
家
の

権
威
の
源
泉
と
も
評
せ
る
存
在
で
あ
る
の
だ
が
、
問
題
と
な
る
の
は
、
こ

の
中
に
了
佐
が
下
賜
さ
れ
た
印
が
あ
る
か
ど
う
か
、
あ
る
と
す
る
と
ど
れ

が
そ
れ
で
、
そ
の
他
の
印
は
ど
の
よ
う
な
存
在
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

小
さ
な
D
印
は
、
意
図
的
に
小
さ
く
作
ら
れ
た
古
筆
手
鑑
に
貼
る
、

小
さ
く
仕
立
て
た
古
筆
切
に
添
え
る
た
め
の
小
型
の
極
札
に
捺
す
た
め
の

も
の
と
思
わ
れ
る（
７
）。

　

通
常
の
大
き
さ
の
「
琴
山
」
印
が
複
数
存
す
る
こ
と
は
、「
書
を
極
め

る
」
展
に
併
せ
て
、
五
月
一
四
日
に
慶
應
義
塾
大
学
三
田
キ
ャ
ン
パ
ス
東

館
内
の
G
─

L
a
b
で
開
催
さ
れ
た
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
鑑
定
と
は
何
か
：
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江
戸
時
代
鑑
定
文
化
の
再
評
価
」
に
お
い
て
、
古
筆
家
な
ら
び
に
筆
跡
鑑

定
書
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
、
帝
京
大
学
短
期
大
学
の
中
村
健
太
郎
氏

が
「
極
札
（
き
わ
め
ふ
だ
）
を
極
め
る
」
と
題
す
る
発
表
で
、
了
佐
の
代

に
既
に
二
種
の
「
琴
山
」
印
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
子
孫
た
ち
の
使

用
印
に
は
更
に
数
種
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
報
告
さ
れ
た
。
そ
の

こ
と
が
今
回
の
A
B
C
の
三
印
の
出
現
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
た
こ
と
の

意
義
は
大
き
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
三
印
の
関
係
と
位
置
付
け
に
関
し
て
も

後
述
し
た
い
。

《
白
い
紙
箱
》

　

白
い
か
ぶ
せ
式
の
貼
箱
（
一
一
・
三
×
一
一
・
三
×
二
・
七
セ
ン
チ
）

で
、
蓋
の
中
央
や
や
上
寄

り
の
位
置
に
、
大
き
め
の

「
賜
」
字
が
印
刷
さ
れ
て

い
る
（
図
８
）。
大
き
さ

や
「
賜
」
の
書
体
な
ど
か

ら
し
て
、
菊
文
入
り
素
焼

き
の
盃
が
入
っ
て
い
た
紙

箱
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

大
き
さ
が
適
当
で
あ
っ
た
の
で
転
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
中
に
は
紙
片
一

八
点
と
、
先
述
の
筆
形
の
木
片
を
納
め
た
木
箱
が
納
め
ら
れ
て
い
る
。
仮

に
通
し
番
号
を
付
し
て
、
順
に
説
明
し
た
い
。

　
①
　
了
伴
筆
了
佐
木
像
底
貼
紙
　
円
形
の
厚
手
楮
紙
（
一
一
・
五
×
一

二
・
〇
セ
ン
チ
）。
形
な
ど
か
ら
し
て
木
像
の
底
に
貼
ら
れ
て
い
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。「
此
内
書
付
了
意
也
／
了
佐
居
士
尊
像
／　

天
保
十
四
卯

〔
年
〕
／　
　
　

十
二
月
」
と
古
筆
家
特
有
の
書
風
で
墨
書
さ
れ
て
い
る

（
図
９
）。
天
保
一
四
年
（
一
八
四
三
）
と
い
う
年
と
筆
跡
、
九
代
了
意
を

呼
び
捨
て
に
し
て
い

る
こ
と
な
ど
か
ら
し

て
も
、
了
意
息
の
一

〇
代
了
伴
（
一
七
九

〇
～
一
八
五
三
）
が

書
い
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
⑫
を
参
照
す
る

と
、
天
保
一
四
年
一

二
月
の
了
佐
月
命
日

で
あ
る
廿
八
日
に
、

（図８）　紙片を納めた白い紙箱

（図９）　古筆了伴筆木像底貼紙
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拝
領
の
「
琴
山
」
印
を
、
木
像
の
胎
内
に
納
め
る
際
に
書
か
れ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
⑭
⑮
を
参
照
す
る
と
、
大
正
一
〇
年
（
一
九

二
一
）
三
月
十
七
日
に
「
琴
山
」
印
を
取
り
出
し
た
際
に
剥
が
し
、
折
り

畳
ん
で
保
存
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
②
　
了
佐
落
歯
並
び
に
包
紙　

四
・
五
×
三
・
五
セ
ン
チ
程
度
の
大
き

さ
に
折
り
畳
ま
れ
た
楮
紙
の
上
部
に
、「
落
歯
」
と
墨
書
が
あ
る
。
開
く

と
大
き
さ
約
一
五
×
二
〇
セ
ン
チ
あ
る
。
右
端
か
ら
一
三
セ
ン
チ
あ
た
り

で
左
側
部
分
が
折
り
込
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
上
部
に
「
了
佐
居
士
／　

御

落
歯
／　
　

上
書
付
ハ
了
音
御
筆
也　
　

了
伴
記
」
と
墨
書
が
あ
り
、
表

の
「
落
歯
」
の
文
字
が
六
代
了
音
（
一
六
七
四
～
一
七
二
五
）
の
筆
で
あ

る
ら
し
い
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
包
の
中
に
は
形
状
か
ら
上
前
歯
と
思
わ

れ
る
も
の
が
一
本
入
っ
て
い
る
。
③
を
参
照
す
る
と
、
了
佐
他
界
の
際
に

抜
け
落
ち
、
木
像
の
胎
内
に
納
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
。

か
な
り
の
虫
歯
で
あ
る
。

　

③
　〔
大
応
筆
〕
碧
雲
叟
「
正
覚
菴
主
櫟
材
了
佐
大
居
士
行
跡
」
並
び

に
木
像
由
来
　
二
四
・
五
×
二
五
・
五
セ
ン
チ
の
楮
打
紙
を
二
・
六
セ
ン

チ
幅
で
折
り
畳
み
、
六
セ
ン
チ
幅
で
四
つ
折
り
す
る
（
図
10
）。
中
ほ
ど

に
や
や
虫
損
が
あ
る
。
小
さ
な
文
字
で
書
か
れ
た
内
容
を
、
朱
句
点
は
黒
・

で
示
し
、
朱
引
は
省
略
し
て
翻
刻
し
て
お
き
た
い
。

正
覚
菴
主
櫟
材
了
佐
大
居
士
行
跡

居
士
性
聡
敏
・
而
頗
精
物
道
理
・
且
於
事
物
之
上
・
又
能
決
真
贋
甚

分
明
也
・
就
中
最
妙
古
者
筆
墨
也
・
因
茲
辱
奉
╱
大
相
国
公
鈞
旨
・

下
東
関
而
城
中
・
所
蔵
之
筆
跡
・
一
々
見
了
而
無
不
決
真
偽
・
以
故

終
立
古
筆
一
家
矣
・
因
為
天
下
亀
鏡
・
╱
而
能
無
有
出
其
右
也
・
又

能
蚤
歳
・
篤
皈
佛
乗
・
而
参
扣
諸
大
知
識
・
始
入
三
玄
国
師
之
室
・

看
過
列
祖
旧
公
案
・
後
依
我
虚
╱
應
祖
・
日
夕
扣
籌
室
・
終
咨
決
心

要
矣
・
祖
翁
在
日
優
婆
塞
・
聴
法
者
甚
夥
矣
・
信
得
其
法
・
授
受
其

衣
・
而
得
居
士
之
╱
称
者
只
翁
一
人
而
已
・
其
針
芥
相
授
・
独
如
此

也
・
其
後
居
士
・
相
次
皈
我
無
関
師
而
未
幾
関
師
亦
寂
也
・
今
此
聞

者
・
應
祖
╱
所
坐
之
場
・
而
関
師
又
瘞
履
之
地
也
・
為
護
其
跡
・
擴

充
基
趾
・
鼎
新
丈
室
・
或
〔
覔
佛
▢
〕
祖
〔
録
〕
▢
▢
・
或
以
家
蔵

玉
軸
置
╱
也
・
論
其
志
〔
願
〕
則
雖
須
達
布
金
之
功
・
亦
不
敢
多
譲

矣
・
我
師
五
々
之
忌
・
贈
〈
墨
滅
〉
賜
諡
號
・
被
仕
我
於
西
菴
之
職
・

又
是
╱
独
居
之
力
也
・
加
之
従
幼
年
・
受
彼
家
恩
力
・
四
事
共
豊
饒
・

到
今
不
敢
絶
・
两
祖
餘
光
・
引
及
我
者
乎
・
又
能
毎
属
法
╱
歳
之
滿
・
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修
放
生
之
勝
・
因
丁
姥
妣
并
親
属
諱
曰
・
供
佛
齋

僧
・
以
至
自
禁
酒
〔
盃
〕・〔
遂
〕
日
毎
日
・
看
経

誦
呪
・
献
茶
盃
・
╱
於
諸
尊
之
事
・
一
日
無
怠
・

而
不
假
奴
僕
之
力
・
皆
手
自
為
之
・
其
平
生
奉
佛

事
如
斯
・
不
遑
一
々
記
・
叟
又
不
顧
╱
不
才
・
叨

著
賛
於
壽
像
之
上
・
以
記
平
日
行
事
賛
曰
╱

疇
昔
須
達
・
今
日
櫟
材
・
受
祇
陀
太
子
之
命
・
布

祇
園
以
黄
金
・
護
乃
祖
師
翁
之
跡
・
親
梵
宇
擲
長

賊
・
添
得
什
物
・
╱
荘
麗
殊
絶
・
擴
充
封
疆
・
基

趾
共
開
決
手
墨
真
贋
也
・
為
之
天
下
最
・
於
古
筆

家
世
也
・
為
之
一
家
魁
・
慕
祖
╱
道
扣
籌
室
・
則

親
傅
衣
・
得
奉　

台
命
入
東
関
則
厚
得
賜
回
買

〔
魯
〕
▢
▢
入
水
中
去
・
聚
禽
子
脱
出
羅
╱
籠
来
・

時
々
諸
佛
供
以
珎
饈
・
不
屑
絶
陀
供
・
朝
々
祭
諸

尊
献
茶
湯
・
不
墜
無
垢
盃
・
功
名
善
利
日
々
╱
長
・

令
子
英
孫
年
々
恢
・
自
少
到
老
福
海
弥
深
・
感
天

受
命
〔
喜
山
益
〕
堆
〔
於
世
出
〕
世
間
・
美
盡
善

╱
尽
・
非
此
夙
結
上
乗
縁
・
得
般
若
力
焉
・
能
如

斯
哉

（図10）　〔大応筆〕碧雲叟「正覚菴主櫟材了佐大居士行跡」並びに木像由来
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時
正
保
三
年
歳
舎
丙
戌
佛
歓
喜
日　
　

碧
雲
叟
謾
賛
焉

正
覚
菴
主
櫟
翁
祖
大
居
士
去
歳
臘
月
下
旬
罹
微
疾
至
〔
今
歳
〕

正
月
〔
下
旬
〕
日
々
病
丞
二
十
八
日
╱
合
掌
唱
補
陀
大
士
尊
号

安
祥
而
逝
矣
是
因
平
生
修
功
也
孝
子
順
孫
追
其
徳
化
刻
╱
其
命

終
之
躰
像
拾
其
一
日
之
落
歯
以
納
像
中
安
置
屋
裡
事
此
如
生
呼

歎
希
╱
有
故
綴
短
詞
誌
其
来
由
者
也
春
秋
九
十
一

　
　

時
寛
文
二
壬
壬　

　

寅
二
月
二
十
八
日　
　
　
　

洛
北
住
大
應

不
肖
比
丘
自
證
敬
誌

　

一
読
し
て
、
こ
れ
が
了
佐
の
伝
記
資
料
と
し
て
も
貴
重
な
内
容
を
有
し

て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
正
保
三
年
（
一
六
四
六
）
七
月
一
五
日
に
、

七
五
歳
の
了
佐
の
「
行
跡
」
を
著
し
た
「
碧
雲
叟
」
と
は
、
万
暦
一
五
年

（
一
五
八
七
）
生
ま
れ
の
明
人
で
、
元
和
五
年
（
一
六
一
九
）
に
来
日
し
、

寛
永
年
間
に
徳
川
義
直
に
招
か
れ
て
尾
張
藩
の
賓
儒
と
な
っ
た
、
碧
雲
軒

こ
と
陳
元
贇
（
一
五
八
七
～
一
六
七
一
）
で
あ
ろ
う
か
。
名
古
屋
に
住
ま

い
は
あ
っ
た
も
の
の
、
京
や
江
戸
を
行
き
来
し
て
、
深
草
瑞
光
寺
の
元
政

や
石
川
丈
山
ら
と
親
し
く
交
わ
っ
た
人
物
で
あ
り
、
元
政
と
の
唱
和
を
ま

と
め
た
『
元
元
唱
和
集
』
を
寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）
に
京
都
の
村
上
勘

兵
衛
か
ら
刊
行
し
て
い
る
ほ
ど
の
文
才
の
あ
っ
た
人
物
で
あ
る（
８
）。

了
佐
の

行
跡
を
纏
め
て
も
お
か
し
く
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
「
行
跡
」
の
内
容
に
つ
い
て
の
詳
し
い
検
討
は
機
会
を
改
め
た
い
と
考

え
る
が
、
鑑
定
能
力
の
高
さ
を
讃
え
る
一
節
の
中
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、

「
因
茲
辱
奉
大
相
国
公
鈞
旨
・
下
東
関
而
城
中
・
所
蔵
之
筆
跡
・
一
々
見

了
而
無
不
決
真
偽
・
以
故
終
立
古
筆
一
家
矣
」
と
あ
る
部
分
で
あ
る
。
能

力
の
高
さ
が
評
判
に
な
っ
て
、
太
政
大
臣
の
思
し
召
し
に
よ
り
関
東
に
下

向
し
、
太
政
大
臣
所
蔵
の
筆
跡
の
鑑
定
を
残
ら
ず
行
っ
て
、「
古
筆
一
家
」

を
立
て
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
大
相
国
は
年
代
的
に
は
徳
川
秀
忠
の

可
能
性
も
あ
る
が
、
何
の
説
明
も
な
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
や
は
り
家
康

と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
東
関
が
江
戸
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も

な
い
が
、
文
脈
か
ら
す
る
と
「
古
筆
」
の
姓
は
家
康
か
ら
賜
っ
た
よ
う
に

も
読
め
る
の
で
あ
る
。

　

古
筆
姓
は
秀
次
で
は
な
く
徳
川
家
か
ら
賜
っ
た
と
い
う
説
は
、
慶
安
四

年
（
一
六
五
一
）
に
刊
公
さ
れ
た
こ
と
か
ら
「
慶
安
手
鑑
」
と
通
称
さ
れ

る
、
古
筆
手
鑑
の
複
製
的
な
版
本
で
あ
る
『
御
手
鑑
』
の
、
伝
未
詳
の
編

者
称
硯
子
の
序
文
に
も
、「
一
年
東
に
く
た
り
御
手
鑑
拝
覧
い
た
し
古
筆

と
い
へ
る
名
の
字
を
く
た
し
給
ふ
と
也
」
と
見
え
て
い
る
。「
東
に
く
だ
り
」

と
し
か
書
か
れ
て
い
な
い
が
や
は
り
家
康
か
ら
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
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さ
ら
に
讃
の
部
分
に
も
、「
得
奉　

台
命
入
東
関
」
と
将
軍
の
命
で
江

戸
に
下
っ
た
こ
と
も
記
さ
れ
て
お
り
、
徳
川
将
軍
家
と
の
縁
を
強
調
し
て

い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
豊
臣
秀
次
の
名
が
全
く
出
て
こ
な
い
こ
と
に

も
注
意
し
て
お
き
た
い
。
徳
川
家
と
の
縁
を
強
調
す
る
の
は
、
幕
臣
で
も

あ
っ
た
家
と
し
て
当
然
の
こ
と
と
も
思
わ
れ
る
が
、
江
戸
後
期
以
降
の
「
鑑

定
家
印
譜
」
類
で
秀
次
の
名
前
の
み
が
記
さ
れ
る
こ
と
と
の
違
い
は
明
ら

か
で
あ
る（
９
）。

　

ま
た
注
目
さ
れ
る
の
は
「
入
三
玄
国
師
之
室
」
と
の
部
分
で
あ
る
。
僧

侶
と
し
て
の
師
が
三
玄
国
師
だ
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
こ
の
呼
称
で
思
い

当
た
る
の
は
、
大
徳
寺
塔
頭
三
玄
院
の
開
山
と
な
り
、
大
宝
円
鑑
国
師
の

諡
号
を
有
す
る
春
屋
宗
園
（
一
五
二
九
～
一
六
一
一
）
で
あ
ろ
う
。
浅
野

幸
長
・
石
田
光
成
ら
の
帰
依
を
受
け
、
小
堀
遠
州
・
古
田
織
部
・
近
衛
信

尹
・
千
宗
旦
ら
が
参
禅
し
た
人
物
で
あ
る
。
了
佐
と
の
関
係
を
示
す
資
料

を
見
い
だ
せ
て
い
な
い
が
、
有
力
な
候
補
で
あ
ろ
う
。

　

記
事
の
中
に
、「
献
茶
盃
」・「
朝
々
祭
諸
尊
献
茶
湯
」
と
献
茶
の
こ
と
が

見
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
先
述
の
木
像
の
底
に
貼
ら
れ
た
了
信
筆
の
紙

片
に
、
再
度
封
を
す
る
前
日
に
「
献
茶
」
を
行
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、

了
信
が
こ
の
記
事
を
意
識
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
り
そ
う
で
あ
る）

（1
（

。

　

陳
元
贇
と
思
わ
れ
る
碧
雲
叟
が
、
こ
の
行
跡
を
記
し
た
理
由
は
、
末
尾

に
讃
が
存
し
、
そ
の
直
前
に
「
叨
著
賛
於
壽
像
之
上
」
と
あ
る
こ
と
か
ら

す
る
と
、
了
佐
の
生
前
の
肖
像
画
で
あ
る
寿
像
の
制
作
が
契
機
で
あ
っ
た

こ
と
が
理
解
で
き
る
。
時
に
了
佐
は
七
五
歳
で
あ
り
、
古
希
と
喜
寿
の
間

の
や
や
中
途
半
端
な
年
齢
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
寿
像
を
描
く
に

は
十
分
な
年
齢
で
は
あ
ろ
う
。
関
東
大
震
災
で
焼
失
し
た
の
は
こ
の
寿
像

で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
そ
う
で
あ
る
。

　

行
跡
と
讃
に
続
い
て
、
書
き
出
し
位
置
を
少
し
下
げ
て
、
了
佐
の
臨
終

の
様
子
と
、
そ
の
絶
命
時
の
姿
を
刻
ん
だ
木
像
に
、
死
亡
時
に
落
ち
た
歯

を
納
め
た
こ
と
な
ど
を
記
し
た
文
章
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

前
年
の
年
末
か
ら
「
微
疾
」
に
罹
り
、
回
復
す
る
こ
と
な
く
正
月
二
八
日

に
合
掌
し
て
「
補
陀
大
士
」、
つ
ま
り
観
世
音
菩
薩
の
尊
号
を
唱
え
な
が

ら
穏
や
か
に
息
絶
え
た
と
い
う
。

　

臨
終
の
一
月
後
に
文
を
著
し
た
「
洛
北
住
大
應
不
肖
比
丘
」
と
い
う
人

物
に
つ
い
て
は
未
詳
で
あ
る
が
、
洛
北
に
住
す
る
僧
侶
で
あ
る
こ
と
な
ど

か
ら
す
る
と
、
大
徳
寺
の
僧
侶
で
あ
る
可
能
性
が
高
そ
う
で
あ
る
。

　

こ
の
文
章
に
よ
り
、
木
像
が
目
を
閉
じ
て
い
る
の
は
、「
刻
其
命
終
之

躰
像
」
と
い
わ
ば
デ
ス
マ
ス
ク
的
に
、
臨
終
時
の
風
貌
を
写
し
た
も
の
で

あ
る
か
ら
と
理
解
で
き
る
の
も
貴
重
で
あ
ろ
う
。
古
筆
本
家
で
は
、
こ
の

像
を
邸
内
に
安
置
し
、
生
き
て
あ
る
が
ご
と
く
仕
え
て
い
る
と
い
う
。
こ
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の
了
佐
木
像
は
古
筆
本
家
に
お
け
る
本
尊
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と

が
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

紙
質
と
筆
跡
か
ら
す
る
と
、
新
し
い
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
な
り
に
古

い
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
次
の
⑤
と
見
比
べ
る
と
、
寛
文
二
年
時
の

も
の
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
が
、「
洛
北
住
大
應
不
肖
比
丘
」
自
筆
で
あ

る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
現
状
で
は
判
断
で
き
る
だ
け
の
材
料
が
な
い
。

比
較
的
小
さ
な
紙
に
書
か
れ
、
し
か
も
小
さ
く
折
り
た
た
ま
れ
て
い
る
の

は
、
や
は
り
木
像
の
中
に
歯
と
共
に
納
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。

　
④
　
寛
文
二
年
平
沢
定
慶
筆
「
光
明
真
言
」　

楮
打
紙
（
一
四
・
二
×

一
二
・
六
セ
ン
チ
）
に
「
光
明
真
言
」
な
ど
を
記
し
、
細
く
折
り
畳
ん
で

い
る
。

光
明
真
言

唵
阿
謨
伽
尾
嘘廬
左
曩
摩
賀

母
捺
羅
摩
抳
鉢
納
摩
入
嚩

攞
鉢
囉
韈
利
多
野
吽

　

為　

正
覚
庵
櫟
材
了
佐
居
士
覚
霊

　

一
字
三
拝
書
之

　
　
　

寛
文
二
年　
　
　
　
　

平
沢

　
　
　

 　

二
月
廿
一
日　
　
　
　

三
郎
右
衛
門
定
慶

　
「
光
明
真
言
」
は
正
式
名
称
を
「
不
空
大
灌
頂
光
真
言
」
と
い
い
、
大

日
如
来
の
言
葉
で
あ
り
、
真
言
宗
で
最
も
重
視
さ
れ
る
真
言
で
あ
る
。
一

切
の
諸
罪
や
罪
障
を
除
滅
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
死
者
に
贈
る
に

も
相
応
し
い
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
筆
者
の
平
沢
三
郎
右
衛
門
定
慶
は
、

了
佐
の
旧
姓
が
平
沢
で
あ
り
、
了
佐
四
男
の
本
家
二
代
了
栄
の
俗
名
が
定

門
、
了
栄
八
男
の
三
代
了
祐
の
俗
名
が
定
香
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、

了
佐
の
子
孫
で
あ
る
可
能
性
が
濃
厚
で
あ
る
。『
補
正
和
漢
書
画
古
筆
鑑

定
家
印
譜
』
に
拠
れ
ば
、
了
栄
の
初
名
は
「
源
六
郎
又
三
郎
右
衛
門
」
と

の
こ
と
で
あ
り
、
寛
文
二
年
時
点
で
出
家
も
し
て
い
な
い
よ
う
な
の
で
、

古
筆
見
と
な
ら
な
か
っ
た
了
栄
の
息
、
つ
ま
り
了
佐
の
孫
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
そ
う
で
あ
る
。

　

⑤
　
寛
文
二
年
源
右
衛
門
定
明
筆
「
心
経
」・「
光
明
真
言
」　

小
さ
な

楮
打
紙
（
九
・
二
×
一
五
・
八
セ
ン
チ
）
に
小
さ
な
文
字
で
書
写
し
た
も
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の
。
冒
頭
に
「
心
経
」
と
題
し
、
そ
の
下
に
や
や
小
さ
な
文
字
で
「
品
」

字
の
形
に
「
南
無
観
世
音
菩
薩
」
と
三
回
記
し
、
改
行
し
て
定
式
に
よ
り

一
行
一
七
字
で
書
写
し
、
続
け
て
「
光
明
真
言
」
を
記
し
た
後
に
、

願
以
此
功
徳
普
及
於
一
切
我
等
衆
生
皆
求
（「
苦
」
を
見
消
ち
し
て

改
め
る
）
成
佛
道

　

寛
文
二
年　
　
　
　
　
　
　
　
　

源
右
衛
門
定
明
拝
上

　
　

壬
寅
二
月
念
一
日

為　

正
覚
菴
櫟
材
了
佐
居
士
覚
霊

と
あ
る
。
定
明
の
素
性
も
不
明
で
あ
る
が
、
④
の
平
沢
三
郎
右
衛
門
定
慶

と
同
日
で
あ
り
、
名
に
「
定
」
字
を
有
す
る
こ
と
か
ら
も
、
了
佐
の
子
孫

か
親
族
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
⑥
　
寛
文
二
年
次
左
衛
門
重
政
筆
「
心
経
」　

小
さ
く
細
長
い
楮
打
紙

（
五
・
二
×
三
四
・
五
セ
ン
チ
、
右
か
ら
一
六
・
五
セ
ン
チ
に
継
目
）
に
、

一
行
七
～
九
字
で
『
般
若
心
経
』
を
書
写
し
、
末
尾
に
筆
を
変
え
て
、

願
以
此
功
徳
普
及
於

一
切
我
等
与
衆
生

皆
求
（「〔
具
〕」
を
見
消
ち
し
て
改
め
る
）〕
具
成
佛
道

奉
爲

正
覚
菴
櫟
材
了
佐
居
士

　

寛
文
弐
壬
寅
暦
日

　
　

仲
陽
下
八
日

　
　
　
次
左
衛
門
重
政
上　

　

と
記
す
。
重
政
の
名
か
ら
思
い
つ
く
の
は
古
筆
本
家
五
代
了
珉
（
一
六

四
五
～
一
七
〇
一
）
で
あ
る
。
了
佐
五
男
で
本
家
・
別
家
と
は
別
に
「
重
」

字
の
印
を
用
い
鑑
定
を
行
っ
た
了
雪
（
一
六
一
二
～
一
六
七
五
）
の
息
で
、

本
家
四
代
了
周
（
一
六
七
〇
～
一
六
八
六
）
が
貞
享
三
年
に
一
七
歳
で
没

し
た
た
め
に
、
本
家
を
相
続
し
た
人
物
で
あ
る
。
正
保
二
年
の
生
ま
れ
な

の
で
、
寛
文
二
年
時
に
は
一
八
歳
で
あ
る
。『
補
正
和
歌
書
画
鑑
定
家
印
譜
』

に
は
、
父
了
雪
に
「
初
称
治
左
衛
門
」、
了
珉
に
「
初
称
六
蔵
又
治
左
衛
門
」

と
あ
る
も
の
の
、
こ
ち
ら
に
は
「
次
左
衛
門
」
と
お
そ
ら
く
自
筆
で
書
し

て
い
る
こ
と
は
注
意
し
て
お
き
た
い
。
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⑦
　
自
哲
筆
「
光
明
真
言
」
等　

縦
一
三
・
五
×
横
一
九
・
九
セ
ン
チ

の
楮
紙
の
左
半
分
を
、
上
三
分
の
一
程
度
を
残
し
て
切
り
取
っ
た
不
思
議

な
形
を
し
て
い
る
。
右
半
分
の
上
部
に
余
白
を
取
っ
て
、「
光
明
真
言
」・「
随

求
陀
羅
尼
」・「
八
句
陀
羅
尼
」
と
大
き
め
に
記
し
、
そ
の
下
に
そ
れ
ぞ
れ

そ
の
真
言
や
陀
羅
尼
を
小
字
の
片
仮
名
書
き
で
七
度
書
き
込
ん
で
い
る
。

そ
れ
ら
の
左
側
に
「
南
無
阿
弥
陀
佛　

南
無
阿
弥
陀
如
来　

南
無
大
日
如

来　

南
無
虚
空
蔵
菩
薩
／
南
無
薬
師
如
来　

南
無
観
世
音
菩
薩　

南
無
大

勢
至
菩
薩
／
南
無
大
行
普
賢
菩
薩　

南
無
地
蔵
願
王
菩
薩　

南
無
弥
勒
尊

佛
／
南
無
大
聖
不
動
明
王　

南
無
本
師
釈
迦
牟
尼
如
来　

南
無
文
殊
師
利

菩
薩
」
と
諸
仏
の
名
号
を
書
き
連
ね
、
末
尾
に
「
爲　

正
覚
菴
櫟
材
了
佐

大
居
士
之
尊
像
之
中
ヘ
書
入
物
也
／　
　

小
丘下

比上

自
哲
九
拝
」
と
記
し
、

左
側
の
細
長
い
部
分
に
は
相
当
の
速
筆
で
「
南
無
観
世
音
菩
薩
」
と
何
度

も
書
き
連
ね
て
い
る
。
自
哲
名
の
臨
済
僧
で
は
、
博
多
聖
福
寺
の
住
持
と

な
っ
た
愚
渓
自
哲
（
一
八
二
〇
～
一
八
八
五
）
を
確
認
で
き
る
も
の
の
、

書
き
ぶ
り
か
ら
す
る
と
寛
文
二
年
時
の
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
、
別
人
で

あ
ろ
う
。

　
⑧
　
定
〔
月
〕
筆
「
光
明
真
言
」
等
包
紙　

黄
色
味
の
強
い
楮
紙
（
一

七
・
八
×
七
・
〇
セ
ン
チ
）
の
表
左
端
に
「
心
経　

光
明
真
言　
　

定

（
月
）」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
次
の
二
枚
⑨
⑩
を
包
ん
で
い
る
。
上
部
の
破

損
な
ど
や
や
痛
み
が
激
し
い
。
中
の
二
紙
を
含
め
て
寛
文
二
年
こ
ろ
の
も

の
で
あ
ろ
う
か
。

　
⑨
　
筆
者
未
詳
「〔
南
〕
無
阿
弥
陀
佛
」　

上
部
が
破
損
し
毛
羽
立
っ
た

楮
紙
の
小
紙
片
（
四
・
五
×
一
・
五
セ
ン
チ
）
に
「
無
阿
弥
陀
佛
」
と
墨

書
さ
れ
て
い
る
。
上
部
に
「
南
」
字
が
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
包
紙

と
紙
質
は
近
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
⑩
　
筆
者
未
詳
「
光
明
真
言
・
随
求
陀
羅
尼　

包
紙
と
は
紙
質
の
異
な

る
薄
手
の
楮
紙
（
七
・
七
×
八
・
八
セ
ン
チ
）
に
、「
光
明
真
言
」
と
「
随

求
陀
羅
尼
」
を
記
す
。

　
　
　

光
明
真
言

唵
阿
母
伽
吠
盧
遮
那
摩
訶
母
陀
羅

摩
尼
跋
陀
摩
地
波
羅
波
羅
波

利
多
耶
吽

　
　
　

随
求
陀
羅
尼

唵
跋
羅
跋
羅
三
跋
囉
三
跋
囉
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印
捺
哩
野
尾
戌
駄
𩕳
吽
吽
噌
噌

左
梨
婆
婆
賀

此
以
功
徳
無
上
菩
提
成
就

　
　
　
　
　
　
　
　
　

敬
白

　　

署
名
が
な
く
誰
の
も
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
形
式
か
ら
し
て
寛
文
二

年
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
⑪
　
未
詳
者
筆
「
南
無
観
世
音
菩
薩
」
名
号
書　

高
さ
八
・
六
セ
ン
チ

ほ
ど
の
紙
質
の
異
な
る
二
紙
を
継
い
で
（
右
か
ら
一
九
・
五
セ
ン
チ
に
継

目
）
長
さ
二
八
・
六
セ
ン
チ
と
し
た
も
の
に
、「
南
無
観
世
音
菩
薩
」
と

第
一
紙
に
一
四
回
、
第
二
紙
に
五
回
記
し
、
末
尾
に
小
字
で
「
正
覚
菴
櫟

材
了
佐
大
居
士
▢
▢
上
」
と
記
す
。
第
一
紙
と
第
二
紙
は
同
筆
に
見
え
る
が
、

文
字
の
大
き
さ
や
使
用
す
る
筆
が
異
な
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
、
書
い
た

時
期
が
や
や
異
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
や
は
り
細
く
折
り
畳
ん
で
お
り
、

上
部
に
虫
損
が
あ
る
。
こ
れ
も
寛
文
二
年
の
も
の
か
。

　
⑫
　
天
保
一
四
年
了
伴
筆
「
豊
臣
関
白
秀
次
公
（
云
々
）」
書
付　
楮
紙
（
七
・

三
×
一
〇
・
九
セ
ン
チ
）
に
、
如
何
に
も
古
筆
本
家
ら
し
い
筆
跡
で
記
し

て
お
り
、
第
一

〇
代
了
伴
の
真

筆
と
み
て
疑
い

な
い
（
図
11
）。

豊
臣
関
白
秀
次

公
ゟ
拝
領
／
琴

山
印
了
佐
以
来

了
伴
迄
十
代
／

極
印
用
所
了
伴

寫
印
彫
之
用
／

本
印
了
佐
木
像

内
納
子
孫
世
代

／
大
切
ニ

可
拜

傳
者
也

　

天
保
十
四
癸

卯
年

　
　

十
二
月
廿
八
日　
　

了
伴
（
花
押
）

　

了
佐
以
来
一
〇
代
に
亘
っ
て
使
用
し
て
き
た
、
秀
次
よ
り
拝
領
の
「
琴

（図11）　天保14年了伴筆「豊臣関白秀次公（云々）」書付
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山
」
印
の
写
し
の
印
を
作
成
し
た
の
で
、
天
保
一
四
年
（
一
八
四
三
）
一

二
月
の
了
佐
月
命
日
で
あ
る
二
八
日
に
、
拝
領
の
印
を
了
佐
木
像
の
胎
内

に
納
め
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。「
琴
山
」
印
が
納
め
ら
れ
た
の
は
、
木

像
制
作
時
か
ら
で
は
な
く
、
一
〇
代
了
伴
の
時
か
ら
と
判
明
す
る
の
で
あ
る
。

　
⑬
　
天
保
一
四
年
了
伴
筆
「
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
多
心
経
」　

薄
い
楮
打

紙
（
八
・
九
×
一
六
・
〇
セ
ン
チ
）
に
、
き
ち
ん
と
「
摩
訶
般
若
波
羅
蜜

多
心
経
」
と
題
を
記
し
、
定
式
に
則
っ
て
一
行
一
七
字
で
書
写
し
、
末
尾
に
、

　

天
保
十
四
年
癸
卯
年
十
二
月
廿
八
日　

古
筆
了
伴
最
恒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
十
四
才

正
覚
庵
了
佐
居
士
像
内
納
之

秀
次
公
拝
領
琴
山
印

　

と
記
し
て
い
る
。
小
さ
な
文
字
で
あ
る
が
、
古
筆
本
家
の
書
風
を
よ
く

示
し
て
お
り
、
こ
ち
ら
も
了
伴
真
筆
で
あ
る
。
秀
次
拝
領
の
印
を
木
像
胎

内
に
納
め
る
際
に
添
え
た
「
般
若
心
経
」
で
あ
り
、
紙
質
も
⑫
と
同
じ
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
⑭
　
佐
忠
筆
「
南
無
観
世
音
菩
薩
」・
大
正
一
〇
年
了
佐
筆
阿
弥
陀
三

尊
名
号　

小
さ
く
細
長
い
楮
紙
（
六
・
三
×
一
七
・
八
セ
ン
チ
）
の
表
面

に
、「
南
無
観
世
音
菩
薩
」
と
観
音
の
縁
日
と
同
数
で
あ
る
一
八
回
記
さ

れ
て
お
り
、
末
尾
に
、

奉
爲

正
覚
菴
櫟
材
了
佐
居
士

出
離
生
死

　
　
　
　
　

小
子
佐
忠
上　

　

と
あ
る
。
佐
忠
に
つ
い
て
は
未
詳
で
あ
る
が
、
内
容
と
年
月
日
が
記
さ

れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
し
て
、
や
は
り
寛
文
二
年
の
も
の
で
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
な
ぜ
こ
れ
を
利
用
し
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
の
だ
が
、
裏
面

の
下
半
分
の
中
ほ
ど
か
ら
、「
南
無
観
世
音
菩
薩
／
南
無
阿
弥
陀
佛
／
南

無
勢
至
菩
薩
」
と
阿
弥
陀
三
尊
の
名
号
を
記
し
、

南
無
正
覚
庵
櫟
材

了
佐
居
士

　

古
筆
菴
第
十
三
世
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了
信
（
花
押
）

　
　
　
　
　

拜
書

大
正
十
年
三
月
十
七
日

御
印
開
封
捺
印

　
　
　

ノ
砌

と
了
信
が
書
き
加
え
て
い
る
。
⑮
と
同
じ
日
付
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、

了
信
が
捺
印
の
た
め
に
琴
山
印
の
正
印
を
了
佐
木
像
か
ら
取
り
出
し
た
際

に
、
一
緒
に
納
め
ら
れ
て
い
た
こ
の
紙
片
を
利
用
し
て
、
そ
の
裏
に
了
佐

の
冥
福
を
祈
る
と
と
も
に
、
了
佐
を
崇
拝
す
る
言
葉
を
書
き
つ
け
た
の
で

あ
ろ
う
か
。

　
⑮
　
大
正
一
〇
年
了
信
筆
「
後
陽
成
天
皇
勅
命
に
て
」
書
付　

楮
打
紙

（
一
〇
・
六
×
一
九
・
二
セ
ン
チ
）
に
や
や
速
筆
で
記
し
て
い
る
印
象
が

あ
り
、
墨
滅
訂
正
も
存
し
て
い
る
（
図
12
）。

後
陽
成
天
皇
勅
命
に
て

関
白
秀
次
公
閣
下
ヨ
リ
惺
窩
先
生
ヲ
／
傳
テ
拝
領
ノ
唐
人
ヨ
リ　

陛

下
ニ
献
上
／
せ
ら
れ　

御
側
ニ
あ
り
し
を　

御
手
／
つ
か
ら
関
白
ヘ

御
命
あ
り
し
と
口
傳
／
之
琴
山
之
御
印
ハ
天
保
十
四
年
十
二
月
／
廿

八
日
這
ノ
御
像
之
御
躰
内
ニ
伴
居
士
か
／
納
め
ま
い
ら
せ
写
印
あ
り

し
を
博
居
士
／
并
ニ
先
代
か
押
捺
し
後
は
其
印
面
／
不
良
な
る
に
因

り
再
ひ
了
悦
居
士
ハ
／
正
印
を
用
ひ
「
再
ひ
」（
墨
滅
）
△
（
補
入

記
号
、
右
下
に
同
じ
記
号
を
有
す
る
小
字
書
入
「
更
ニ
印
文
ノ
摩
滅

／
を
恐
れ
」）
明
治
廿
年
頃
に
／
彼
の
帝
室
博
物
館
長
の
町
田
久
成

か
／
能
く
摸
刻
し
て
先
代
に
賜
は
り
以
後
／
所
用
せ
り
■
（
墨
滅
）

末
期
ニ
二
個
小
生
に
授
け
／
何
れ
に
て
も
所
用
な
す
へ
き
よ
し
御
許

／
あ
り
た
れ
と
も
小
生
ハ
町
田
翁
の
写
の
み
を
／
用
ひ
正
印
を
用
ゆ

る
事
を
謹
め
り
／
今
日
「（
五
、
六
字
程
度
墨
滅
）」
三
枚
の
記
号
札

／
を
認
め
る
た
め
正
印
を
押
捺
す
／
折
に
ふ
れ
て
こ
の
頃
の
あ
り
事

を
／
し
る
す

　
　
　
　

大
正
十
年
三
月
十
七
日
▢
（
花
押
カ
）

　

小
生
孤
獨
明
治
廿
八
年
当
家
相
續　
　
　

現
今
男
子
四
人

　

女
子
五
人　
　

あ
り

　
　

外
孫
男
一
人

　

非
常
に
重
要
な
内
容
で
あ
り
、「
琴
山
」
印
の
下
賜
に
関
す
る
疑
問
も
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一
応
は
解
決
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
印
は
も
と
も
と
中
国
人
が
所
持
し
て

い
た
も
の
で
、
そ
れ
が
後
陽
成
天
皇
に
献
上
さ
れ
て
い
た
の
を
、
天
皇
が

秀
次
に
命
じ
、
藤
原
惺
窩
を
介
し
て
了
佐
に
下
賜
し
た
と
い
う
。
信
憑
性

は
と
も
か
く
、
秀
次
か
ら
下
賜
さ
れ
た
と
の
説
と
、
後
陽
成
天
皇
よ
り
の

恩
賜
と
の
説
は
、
合
体
し
て
円
満
な
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
ま
た
、
そ
の
下
賜
さ
れ
た
正
印
は
、
一
〇
代
了
伴
が
天
保
一
四

年
（
一
八
四
三
）
一
二
月
二
八
日
に
木
像
の
胎
内
に
納
め
、
そ
の
写
し
の

印
を
一
一
代
了
博
（
一
八
三
六
～
一
八
六
二
）、
一
二
代
了
悦
（
一
八
三

一
～
一
八
九
四
）
は
使
用
し
て
い
た
の
だ
が
、
印
面
が
不
良
に
な
っ
た
の

で
、
了
悦
は
再
び
正
印
を
利
用
し
て
い
た
が
、
明
治
二
〇
年
頃
に
帝
室
博

物
館
館
長
の
町
田
久
成
（
一
八
三
七
～
一
八
九
七
）
が
摸
刻
し
た
写
し
印

を
作
成
し
て
く
れ
た
の
で
、
以
後
は
そ
れ
を
利
用
し
て
い
た
と
い
う
。
町

田
は
帝
室
博
物
館
の
初
代
館
長
に
就
任
し
て
い
る
よ
う
に
、
美
術
品
の
鑑

識
眼
に
優
れ
た
人
物
で
あ
っ
た
が
、
篆
刻
に
も
秀
で
て
い
た
こ
と
で
知
ら

れ
る
人
物
で
あ
る
。

　

了
悦
は
没
す
る
前
に
正
印
と
新
し
い
印
を
了
信
に
譲
り
、
ど
ち
ら
を
使

用
し
て
も
よ
い
と
伝
え
て
い
た
が
、
了
信
は
新
し
い
も
の
の
み
を
使
用
し

て
、
正
印
を
用
い
る
の
を
慎
ん
で
い
た
と
い
う
。
そ
れ
が
特
別
の
理
由
で

正
印
を
捺
し
た
の
で
、「
琴
山
」
印
の
由
来
を
記
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

（図12）　大正10年了信筆「後陽成天皇勅命にて」書付
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「
三
枚
の
記
号
札
」
と
い
う
も
の
が
何
で

あ
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

　

こ
の
情
報
か
ら
Ａ
Ｂ
Ｃ
の
三
印
（
図

13
）
の
位
置
づ
け
を
行
う
と
、
最
も
郭
が

破
損
し
て
い
る
Ａ
が
正
印
で
、
大
き
さ
な

ど
も
Ａ
と
お
な
じ
Ｂ
は
了
伴
が
作
ら
せ
た

写
し
印
、
そ
し
て
Ｃ
印
が
了
悦
が
町
田
成

久
に
作
っ
て
も
ら
っ
た
写
し
印
と
、
理
解

す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

明
治
二
七
年
（
一
八
九
四
）
に
父
了
悦

が
没
し
、
翌
二
八
年
に
家
を
相
続
し
た
際

に
は
孤
独
で
あ
っ
た
と
い
う
が
、
五
男
四

女
、
そ
し
て
外
孫
に
ま
で
恵
ま
れ
た
こ
と

を
、
末
尾
に
書
き
添
え
て
い
る
こ
と
も
興

味
深
い
。

　
⑯
　〔
了
信
〕
筆
「
改
暦
」
メ
モ　

や

や
新
し
い
楮
紙
（
一
二
・
七
×
一
三
・
五
セ
ン
チ
）
を
四
折
り
に
し
、
上

下
二
段
で
、
改
暦
の
折
の
床
飾
に
つ
い
て
書
き
入
れ
て
い
る
。
冒
頭
に
「
枯

節
」
と
了
信
の
号
が
見
え
て
も
お
り
、
了
信
の
メ
モ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

木
像
と
直
接
の
関
係
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
の
で
、
具
体
的
な
内
容
の
紹
介

は
省
略
す
る
。

　
⑰
　〔
了
信
〕
筆
「
十
一
月
按
」
メ
モ　

⑮
と
同
質
紙
で
大
き
さ
も
ほ

ぼ
等
し
い
。
や
は
り
四
折
り
に
し
、
上
下
二
段
で
、「
一
光
格
天
皇
被
下

天
盃　
在
」、「
一
瓶
子
素
や
き　

一
對　
有
職
細
工
」
な
ど
の
器
物
を
列
挙
す
る
。

や
は
り
木
像
と
の
関
係
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
の
で
、
内
容
の
紹
介
は
省
略

し
た
い
。

　
⑱
　
了
信
筆
了
信
名
刺
三
種　

中
央
に
「
古
筆
了
信
」
と
自
署
し
た
檀

紙
（
九
・
〇
×
五
・
四
セ
ン
チ
）
の
も
の
一
一
枚
、
中
央
の
自
署
に
加
え

て
左
側
に
「
京
都
市
中
京
区
内
／
西
ノ
京
中
保
丁
西
王
寺
裡
」
と
記
し
た
、

厚
手
の
楮
紙
の
小
さ
い
サ
イ
ズ
（
八
・
〇
×
六
・
〇
）
の
も
の
二
枚
、
大

き
い
サ
イ
ズ
（
九
・
五
×
六
・
二
セ
ン
チ
）
の
も
の
二
枚
、
大
き
い
サ
イ

ズ
の
白
紙
五
枚
を
、
表
に
「
甲
申
春
／　

七
十
七
〔
枚
〕」
な
ど
と
青
色

ボ
ー
ル
ペ
ン
で
書
き
、
裏
に
「
六
日
七
時
四
十
分
」
と
墨
書
が
あ
る
、
反

故
紙
を
利
用
し
た
帯
（
四
・
七
×
六
・
八
セ
ン
チ
）
に
入
れ
て
い
る
。「
甲

申
」
は
昭
和
一
九
年
（
一
九
四
四
）
で
あ
ろ
う
。
京
都
の
菩
提
寺
で
あ
る

（図13）　４顆の「琴山」印（右からABCD）
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西
王
寺
を
住
所
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
戦
後
の
も
の
か
と
考
え

ら
れ
る
。

　
⑱
「
長
門
切
断
簡
」　

上
質
の
楮
打
紙
（
九
・
六
×
二
・
〇
セ
ン
チ
（
左

一
・
五
ミ
リ
は
台
紙
の
一
部
））、
下
か
ら
一
・
三
セ
ン
チ
に
横
罫
の
細
線

あ
り
）
の
、
表
に
「
信
濃
武
者
笠
原
」
と
書
か
れ
て
お
り
（
図
14
）、
台

紙
を
貼
っ
た
裏
面
に
は
速
筆
で
「
行
俊
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
内
容
や
筆

跡
・
罫
線
の
存
在
、
さ
ら
に
は
筆
者
が
世
尊
時
行
俊
と
さ
れ
て
い
る
こ
と

な
ど
か
ら
し
て
、
こ
れ
は
巻
子
装
の
平
家
物
語
切
と
し
て
著
名
な
「
長
門

切
」
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

古
筆
本
家
旧
蔵
の
大
量
の
古
筆
切
の
整
理
作
業
を
行
う
過
程
で
、
三
葉

の
長
門
切
を
確
認
で
き
た
の
で
、「
文
字
景 

─
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
赤
尾
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
の
名
品
に
み
る
文
（
ふ
み
）
と
象
（
か
た
ち
）」
に
出
品
し

た）
（（
（

。
古
筆
家
に
こ
の
よ
う
な
小
さ
な
断
簡
が
存
在
し
て
い
て
も
お
か
し
く

は
な
い
と
は
い
え
る
が
、
何
故
こ
の
一
群
に
含
ま
れ
て
い
る
の
か
は
不
明

で
あ
る
。

　

記
さ
れ
た
人
名
よ
り
類
推
す
る
と
、
既
知
の
伝
本
で
は
比
較
的
近
い
本

文
を
有
す
る
と
さ
れ
る
、『
源
平
盛
衰
記
』
の
巻
第
二
十
七
「
信
濃
横
田

川
原
軍
の
事
」
に
該
当
す
る
部
分
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
平
藤
幸
氏
「
平

家
切
か
ら
分
か
る
こ
と
―
新
出
断
簡
紹
介
を
通
し
て
付
長
門
切
一
覧
―
」

（
松
尾
葦
江
編
『
軍
記
物
語
講
座
第
二
巻
無
常
の
鐘
声
平
家
物
語
』（
花
鳥

社
、
二
〇
二
〇
年
七
月
）
の
一
覧
に
拠
る
と
、
横
田
河
原
合
戦
部
分
の
断

簡
が
あ
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
紙
片
類
と
は
別
に
、
紙
箱
に
中
に
は
、
薄
茶
色
の
洋
紙
を
折

り
畳
ん
だ
も
の
も
入
っ
て
お
り
、
そ
の
表
に
「
御
筆　
廿
六
、
一
、
四
、
／　

／
御
先
祖
様　

御
像
の
」
と
墨
書
が
あ
る
。
紙
の
裏
面
を
確
認
す
る
と
、

「
え
ん
そ
く
」
を
素
材
と
す
る
算
数
問
題
の
テ
ス
ト
用
紙
を
利
用
し
た
も

の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
紙
の
中
に
は
紫
檀
製
か
と
思
わ
れ
る
小
箱

（
七
・
三
×
三
・
七
×
一
・
四
セ
ン
チ
）
が
入
っ
て
い
る
。
蓋
の
表
に
は

五
弁
の
赤
い
花
と
緑
の
葉
の
象
嵌
模
様
が
あ
り
、
東
南
ア
ジ
ア
の
民
芸
品

の
よ
う
な
印
象
が
あ
る
が
、
蓋
を
開
け
る
と
先
述
の
如
く
、
高
さ
六
・
八

セ
ン
チ
の
筆
形
に
削
ら
れ
、
黒
く
塗
ら
れ
た
木
片
が
納
め
ら
れ
て
い
る
（
図

15
）。

（図14）　
6文字のみの

「長門切」
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三
　
今
後
の
課
題

　

了
佐
木
像
と
そ
の
附
属
品
を
調
査
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ

た
こ
と
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

　

寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
九
十
賀
を
祝
わ
れ
た
古
筆
了
佐
は
、
年
末
か

ら
病
み
つ
き
、
翌
年
一
月
二
八
日
に
合
掌
し
て
観
世
音
菩
薩
の
名
を
唱
え

な
が
ら
穏
や
か
に
息
を
引
き
取
っ
た
。
古
筆
家
で
は
そ
の
死
の
姿
を
写
し

た
木
像
を
短
期
間
で
製
作
し
、
木
像
の
底
に
開
け
た
空
洞
部
分
に
、
臨
終

の
際
に
落
ち
た
前
歯
一
本
を
、
親
族
が
そ
の
冥
福
を
祈
っ
て
「
光
明
真
言
」

や
「
般
若
心
経
」
を
記
し
た
小
紙
片
を
折
り
畳
ん
だ
も
の
と
共
に
納
め
て
、

邸
内
に
安
置
し
て
こ
れ
を
祀
っ
た
。

　

了
佐
は
鑑
定
書
に
捺
す
印
章
と
し
て
、「
琴
山
」
と
刻
ま
れ
た
墨
方
印

を
用
い
て
い
た
。
こ
れ
は
従
来
古
筆
好
き
の
豊
臣
秀
次
か
ら
賜
っ
た
と
さ

れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
第
一
〇
代
了
伴
も
そ
の
伝
承
を
記
し
て
い
る
。

一
方
第
一
三
代
了
信
は
、
あ
る
中
国
人
が
後
陽
成
天
皇
に
献
じ
た
も
の
を
、

天
皇
が
豊
臣
秀
次
に
命
じ
、
藤
原
惺
窩
を
使
者
と
し
て
了
佐
に
賜
っ
た
と

説
明
し
て
お
り
、
こ
の
印
を
恩
賜
の
印
と
し
て
い
る
。
現
時
点
で
は
恩
賜

説
は
了
信
よ
り
遡
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
気
に
な
る
。
今
後
も
こ
の
説

を
記
す
資
料
の
発
見
に
努
め
た
い
。

　

賜
っ
た
「
琴
山
」
印
は
了
伴
の
代
ま
で
古
筆
家
歴
代
が
使
用
し
て
き
た

が
、
了
伴
は
そ
の
写
し
の
印
を
製
作
し
、
下
賜
の
印
を
天
保
一
四
年
（
一

八
四
三
）
一
二
月
二
八
日
に
了
佐
木
像
の
胎
内
に
納
め
た
。
以
後
古
筆
家

で
は
新
し
い
写
し
印
を
使
用
し
て
い
た
が
、
印
面
が
不
良
に
な
っ
た
の
で
、

第
一
二
代
了
悦
は
木
像
か
ら
正
印
を
取
り
出
し
て
再
び
こ
れ
を
用
い
る
よ

う
に
な
っ
た
。
し
か
し
そ
の
印
面
の
摩
滅
が
心
配
で
あ
る
の
で
、
町
田
久

成
に
新
た
に
写
し
を
作
成
し
て
も
ら
い
、
以
後
は
こ
れ
を
使
用
し
た
と
い

う
。
了
悦
は
死
に
臨
ん
で
、
正
印
と
町
田
制
作
の
印
を
了
信
に
与
え
て
、

ど
ち
ら
を
使
用
し
て
も
よ
い
と
伝
え
た
が
、
了
信
は
新
し
い
印
の
み
を
使

（図15）　木製小箱と木製筆形
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用
し
た
と
い
う
。
し
か
し
大
正
一
〇
年
（
一
九
二
一
）
三
月
一
七
日
頃
に

正
印
を
使
用
し
た
の
で
、
了
信
は
以
上
の
経
緯
を
書
き
残
し
た
の
で
あ
る
。

安
田
靫
彦
が
木
像
を
モ
デ
ル
に
し
て
描
い
た
了
佐
像
に
は
、
上
部
に
了
信

に
よ
っ
て
「
恩
賜
／
御
左
右
御
印
」
と
説
明
さ
れ
た
「
琴
山
」
印
が
捺
さ

れ
て
お
り
、
右
下
に
も
や
は
り
了
信
が
大
正
一
三
年
と
書
き
記
し
て
お
り
、

大
正
一
〇
年
以
降
も
正
印
を
使
用
し
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

　

木
像
に
は
「
琴
山
」
印
が
四
顆
附
属
し
て
お
り
、
特
別
に
小
さ
な
も
の

を
除
く
三
顆
の
関
係
が
問
題
と
な
る
が
、
靫
彦
の
画
像
に
捺
さ
れ
た
も
の

が
正
印
な
の
で
、
郭
の
欠
け
方
で
ど
れ
が
そ
れ
か
判
断
で
き
る
。
ま
た
大

き
さ
や
デ
ザ
イ
ン
な
ど
も
よ
く
似
て
い
る
も
の
が
了
伴
の
時
に
作
成
さ
れ

た
写
し
の
印
で
、
や
や
新
し
く
見
え
る
、
印
面
が
僅
か
に
大
き
い
も
の
が
、

町
田
久
成
作
の
新
印
で
あ
る
と
判
明
す
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
こ
の
他
に
も
、
鑑
定
書
の
発
給
を
記
録
す
る
手
控
え
と
、
鑑
定
書

に
捺
す
長
方
形
の
朱
の
割
印
や
、
極
札
の
裏
面
な
ど
に
捺
す
「
了
信
」
銘

の
小
判
型
墨
印
、
了
信
俗
名
の
「
最
愛
」
の
長
方
墨
印
な
ど
、
了
信
が
鑑

定
書
作
成
に
使
用
し
て
い
た
印
な
ど
（
図
16
）
も
一
通
り
揃
っ
て
い
る
こ

と
は
、
貴
重
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

今
後
課
題
と
な
る
の
は
、
三
顆
の
「
琴
山
」
印
使
用
の
実
態
調
査
で
あ
ろ
う
。

先
に
言
及
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
発
表
に
お
い
て
中
村
健
太
郎
氏
は
、
了
佐

は
二
種
の
「
琴
山
」
印
を

使
用
し
て
お
り
、
寛
永
期

を
境
に
し
て
、
郭
の
欠
損

が
激
し
い
も
の
か
ら
少
な

い
も
の
へ
と
変
化
し
て
い

る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
。

ま
た
、
小
松
茂
美
は
思
い

出
話
と
し
て
、
古
筆
別
家

に
お
い
て
、
印
面
が
墨
で

汚
れ
使
用
し
た
こ
と
が
明

ら
か
な
木
製
の
「
琴
山
」

印
を
、
幾
つ
も
見
た
こ
と

を
書
き
残
し
て
い
る）

（2
（

。

　

実
際
に
使
用
さ
れ
て
い

た
通
常
の
大
き
さ
の
「
琴

山
」
印
が
、
木
像
に
附
属
す
る
三
顆
に
限
ら
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

ま
た
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
極
札
に
は
偽
物
も
多
く
、
当
然
最
も
有

名
な
「
琴
山
」
印
は
偽
印
の
数
も
多
い
の
で
あ
る）

（3
（

。
鑑
定
書
に
捺
さ
れ
た

「
琴
山
」
印
の
総
合
的
な
研
究
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

（図16）　了信所用の印（右からEFGHI）
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お
わ
り
に

　

セ
ン
チ
ュ
リ
ー
文
化
財
団
か
ら
寄
託
を
受
け
て
以
来
、
ほ
と
ん
ど
未
整

理
の
ま
ま
と
な
っ
て
い
た
「
古
筆
本
家
旧
蔵
資
料
」
の
整
理
を
行
っ
て
き

た
。
膨
大
な
も
の
で
あ
る
の
で
、
ア
ル
バ
イ
ト
の
方
達
の
協
力
を
得
て
、

書
籍
や
掛
軸
類
、
透
写
資
料
の
リ
ス
ト
作
成
を
進
め
る
一
方
で
、
個
人
的

に
は
数
千
枚
に
も
上
る
古
筆
切
の
調
査
と
整
理
を
行
っ
て
き
た
。
そ
の
作

業
は
、
江
戸
時
代
に
行
わ
れ
た
筆
跡
鑑
定
と
は
い
か
な
る
も
の
か
と
い
う

問
題
を
問
い
続
け
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
今
日
に
お
い
て
は
、
古
筆
見
の

鑑
定
は
嘘
ば
か
り
の
信
用
な
ら
な
い
も
の
で
、
学
術
的
な
価
値
は
ほ
と
ん

ど
な
い
と
い
う
見
方
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
了
佐
と
そ
の
子
孫
達
、
さ
ら

に
は
そ
の
門
弟
達
が
、
三
百
年
以
上
も
筆
跡
鑑
定
を
行
っ
て
い
た
事
実
が

意
味
す
る
こ
と
を
考
え
な
が
ら
、
鑑
定
結
果
に
向
き
合
う
必
要
が
あ
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
鑑
定
結
果
の
多
く
は
真
実
で
は
な
く
て
も
、

そ
う
鑑
定
さ
れ
た
理
由
や
意
味
が
存
し
て
い
る
こ
と
を
、
整
理
作
業
を
行
っ

て
い
る
と
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

古
筆
切
整
理
が
全
体
の
三
分
の
二
を
超
え
た
あ
た
り
で
、
寄
託
は
寄
贈

と
な
り
、
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
・
コ
モ
ン
ズ
の
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
展
が
開
催
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
、
成
果
報
告
を
兼
ね
て
、
整
理
を
済
ま
せ
た
「
長

門
切
」
三
葉
を
出
品
し
た
。
引
き
続
い
て
の
展
示
会
で
は
、
古
筆
切
の
優

品
を
陳
列
す
る
こ
と
も
考
え
た
が
、
江
戸
時
代
を
中
心
に
花
開
い
た
筆
跡

鑑
定
の
文
化
と
、
そ
の
中
心
に
存
在
し
て
活
躍
し
た
古
筆
本
家
歴
代
の
人
々

に
つ
い
て
広
く
知
っ
て
い
た
だ
き
た
く
て
、「
書
を
極
め
る
」
展
を
企
画

し
た
の
で
あ
る
。

　

開
催
中
の
了
佐
木
像
出
現
の
知
ら
せ
は
、
了
佐
が
こ
の
展
示
会
を
見
守
っ

て
く
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
さ
せ
て
く
れ
た
。
附
属
品
の
確
認

作
業
を
通
し
て
、
展
示
会
の
時
点
で
は
不
明
で
あ
っ
た
こ
と
や
誤
認
し
て

い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
も
、
了
佐
が
教
え
て
く
れ
た
こ
と
な
の

で
あ
ろ
う
。
今
回
得
ら
れ
た
情
報
を
新
た
な
出
発
点
と
し
て
、
今
後
も
古

筆
本
家
旧
蔵
の
古
筆
切
や
そ
の
他
の
資
料
の
整
理
作
業
を
続
け
な
が
ら
、

筆
跡
鑑
定
と
そ
れ
に
附
随
す
る
文
化
事
象
の
特
質
と
意
義
に
つ
い
て
考
え

て
い
き
た
い
。

　

本
稿
の
執
筆
に
際
し
て
、
古
筆
鑑
定
書
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
中
村

健
太
郎
氏
か
ら
御
教
示
を
え
た
が
、
論
文
と
し
て
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー

を
鑑
み
て
、
問
い
合
わ
せ
は
必
要
最
低
限
に
止
め
、
基
本
的
に
自
身
の
見

解
を
提
示
す
る
よ
う
に
努
め
た
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
に
存
す
る
誤
認
や

誤
説
の
責
任
は
す
べ
て
稿
者
に
存
す
る
こ
と
を
明
記
し
て
、
稿
を
閉
じ
る

こ
と
と
し
た
い
。
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注
（
１
） 　

翌
天
保
七
年
に
京
の
釜
鍬
堂
蔵
板
で
、
同
じ
く
京
の
小
川
源
兵
衛

と
大
文
字
屋
重
兵
衛
が
発
行
し
た
『
和
漢
書
画
古
筆
鑑
定
家
系
譜
並

印
章
』
は
、
内
容
に
は
全
く
変
わ
り
が
な
い
が
、
こ
ち
ら
は
古
筆
本

家
第
一
〇
代
の
了
伴
（
一
七
九
〇
～
一
八
五
三
）
の
監
修
で
あ
る
こ

と
を
打
ち
出
し
て
い
る
。
こ
れ
を
特
に
疑
う
必
要
は
な
い
と
思
わ
れ

る
の
で
、
こ
の
略
伝
も
古
筆
本
家
が
承
認
し
た
内
容
で
あ
る
と
い
え

る
で
あ
ろ
う
。

（
２
）　

滋
賀
県
内
の
西
川
は
、
現
蒲
生
郡
竜
王
町
内
の
西
川
町
と
、
彦
根

市
内
の
上
西
川
町
と
が
あ
る
。
ど
ち
ら
が
平
沢
家
の
故
地
で
あ
る
の

不
明
で
あ
る
が
、
共
に
湖
東
地
区
で
あ
る
。

（
３
）　

こ
こ
で
注
意
さ
れ
る
の
は
、没
年
齢
を
八
一
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。

現
代
の
様
々
な
了
佐
に
関
す
る
記
述
で
八
一
歳
没
と
す
る
も
の
が
目

立
つ
の
は
、
こ
こ
に
起
因
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
九
十
賀
を
祝
わ

れ
た
了
佐
が
そ
れ
以
下
で
あ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。

（
４
）　

ち
な
み
に
こ
の
折
に
資
慶
が
了
佐
に
贈
っ
た
和
歌
懐
紙
は
現
存
し

て
お
り
、小
松
茂
美
「
古
筆
了
佐
九
十
の
賀
に
贈
ら
れ
た
和
歌
懐
紙
」

（『
墨
』
四
〇
、
一
九
八
三
・
一
）
に
、
カ
ラ
ー
画
像
が
掲
載
さ
れ
翻

刻
も
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
点
で
は
古
筆
本
家
の
所
蔵
で
あ
っ
た

が
、
現
在
は
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
赤
尾
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
古
筆
本
家
旧
蔵

資
料
の
一
点
と
な
っ
て
い
る
。
了
佐
の
伝
記
研
究
上
も
重
要
な
資
料

な
の
で
、
懐
紙
の
書
式
通
り
に
翻
刻
し
て
お
き
た
い
。

賀
櫟
材
老
人
九
十
算

　
　
　
　
　
　

和
哥

　
　
　

亜
槐
資
慶

九
十
年
み
ち
ぬ
る
と
し
に

も
ゝ
と
せ
を
か
そ
へ
そ
め
つ
ゝ

は
る
は
き
に
け
り

　
　

添
法
服

苔
の
む
す
巌
を
な
て
ゝ

さ
ゝ
れ
い
し
の
む
か
し
に
か
へ
せ

羽
衣
の
そ
て

（
５
）　

古
筆
本
家
第
六
代
了
音
の
名
が
「
最
博
」
で
、以
下
七
代
了
延
（
最

門
）・
八
代
了
泉
（
最
隆
）・
九
代
了
意
（
最
長
）・
一
〇
代
了
伴
（
最

恒
）・
一
一
代
了
博
（
最
信
）・
一
二
代
了
悦
（
最
祐
）
と
一
字
目
の

「
最
」
が
同
家
の
通
字
と
な
っ
て
い
る
。『
補
正
和
漢
書
画
古
筆
鑑
定
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家
印
譜
』
に
は
、
九
代
了
意
の
「
最
長
」
印
が
模
刻
さ
れ
て
い
る
。

（
６
）　

東
京
大
学
の
永
井
正
勝
氏
よ
り
ご
教
示
を
得
た
。
記
し
て
御
礼
申

し
上
げ
た
い
。

（
７
）　

架
蔵
の
『
小
手
鑑
』（
一
二
・
五
×
一
二
・
五
×
三
・
五
セ
ン
チ
）

に
貼
ら
れ
た
極
札
（
四
・
五
×
〇
・
八
程
度
）
に
捺
さ
れ
た
「
琴
山
」

印
は
、
D
印
の
摩
滅
が
進
ん
で
比
較
が
難
し
い
が
、
同
じ
も
の
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。

（
８
）　

同
人
に
つ
い
て
は
、
小
松
原
濤
『
陳
元
贇
の
研
究
』（
雄
山
閣
、

一
九
六
二
）
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

（
９
）　

刊
行
物
に
家
康
が
出
て
こ
な
い
の
は
、
享
保
七
年
（
一
七
二
二
）

に
出
さ
れ
、
以
後
幕
末
ま
で
商
業
出
版
の
規
範
と
な
っ
た
出
版
に
関

す
る
条
目
に
、「
一　

権
現
様
の
儀
ハ
勿
論
、
惣
て
御
当
家
之
御
事

板
行
書
本
、
自
今
無
用
可
為
候
、
無
拠
仔
細
有
之
ハ
奉
行
所
え
訴
出
、

指
図
を
請
可
申
事
」（
近
世
史
料
研
究
会
編『
江
戸
町
触
集
成
第
四
巻
』

（
塙
書
房
、
一
九
九
五
）
の
（
触
書
番
号5827

））
と
、
徳
川
家
の

こ
と
は
出
版
・
写
本
と
も
に
記
述
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
関
係
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
10
）　

ち
な
み
に
「
書
を
極
め
る
展
」
で
、「
狂
歌
二
首
懐
紙
」
と
し
て
、

了
佐
が
承
応
三
年
（
一
六
五
五
）
三
月
五
日
に
、
娘
婿
で
あ
る
宇
治

の
茶
師
上
林
春
松
の
た
め
に
二
首
の
狂
歌
を
記
し
た
掛
軸
を
出
品
し

た
。

（
11
）　

も
う
一
葉
、
伝
行
俊
筆
の
長
門
切
と
鑑
定
さ
れ
た
未
詳
の
巻
子
装

断
簡
も
出
品
し
た
が
、
や
は
り
行
俊
筆
と
さ
れ
る
『
浄
土
五
祖
絵
』

の
断
簡
で
あ
る
こ
と
を
、
中
村
健
太
郎
氏
よ
り
ご
教
示
を
え
た
。
記

し
て
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。

（
12
）　

注
４
所
掲
の
エ
ッ
セ
イ
。

（
13
）　

中
村
健
太
郎
氏
「
贋
極
札
─
古
筆
鑑
定
書
の
改
竄
と
偽
造
」（
村

上
翆
亭
他
『
古
筆
鑑
定
必
携　

古
筆
切
と
極
札
』
淡
交
社
、
二
〇
〇

四
）
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
。


